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、
慕
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力
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七
、
菱
垣
廻
船
稹
株
仲
間
の
成
立
上
發
展
:

.

.

八
、
•杉
本
茂
十
郎
央
脚
の
原
因. 

.

九
、
杉
本
茂
十
郎
の
功
罪

:

■

十
、
天

保

改

革

へ

の

道

程

_

.

I

序

.■

論

法
令
が
雨
の
如
く
に
ふ
づ
た
と
い
わ
れ
る
天
保
改
革
の
中
で
、
■最
も
重 

:

婴
な
法
令
は
}

|<保
十

1.1年
十

1

ー
月
の
双
#
胄
解
双
の
そ
れ
で
ぁ̂

§

八
.四

(

九
五
四)

1

.
'

.

.に
於
け
る
株
仲
間
の
存
在
が
地
方
の
生
產
.
の
行
詰
り
と
な
り
、
株
仲
間
の
’ 

獨
占
が
物
價
の
釣
上
げ
を
來
た
す
と
い
ふ
見
解
の
下
に
、
そ
れ
：は
行
は
れ 

た
が
、
結
果
は
：商
業
機
構
を
い
た
ず
ら
に
混
亂
せ
し
め
、
物
資
の
流
通
を 

.
不
圓
滑
に
し
、
物
價
は
値
下
げ
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
騰
貴
す
る

と
い
.ふ
事 

態
.を
捲
き
^

1

し
た
た
め
、
改
革
の
主
脳
者
水
野
越
前
守
忠
邦
は
傲
か
ニ
年 

未
滿
で
免
官
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
免
官
後
も
そ
の
政
策
は
法
文
の
上
で 

一
は
續
け
ら
れ
て
は
ゐ
た

が
、i

內
部
で
は
問
屋
仲
間
再
興
の
論
議
が
絕 

え
ず
か
わ
さ
れ
、
遂
に
嘉
永
四
年
三
月
に
至
っ
て
問
屋
組
合
再
興
令
と
な 

. 

'っ
て
現
は
れ
た
.:0

水
野
忠
邦
の
英
斷
と
し
て
も
て
.
は
や
さ
れ
た
株
.仲
間
の 

廢
止
は
金
く
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
再
興
後
の
問
屋
組
合
は
天
做
度 

:

に
解
散
さ
れ
た
問
屋
組
合
と
は
性
質
が
異
る
。
文
化
以
前
の
問
屋
組
合
に 

再
興
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
常
に
法
文
で
繰
返
し
一K

は
れ
る
處
で
、.
三
月
九
' 

日
町
奉
行
ょ
，り
町
々
名
主
に
示
さ
れ
た
最
初
の
觸
書
に
も「

此
度
問
屋
組 

合
の
儀
' 

都

て

文

化

奴

前

の

，
通

再

興

可

，
被

，

I

申
付
一
候
、

左
候
迚
元
十
組 

の
も
の
共
、

冥
加
金
上
納
等
の
御
沙
汰
は
彌
以
無
，
之
候
間
、

文
化
以
來 

の
商
法
に
不
レ
流
、

諸
献
人
共
物
價
m

下
方
の
儀
厚
心
掛
、

實
意
の
渡
世 

相
營
候
輯
、
■後
日
申
諭 
> :

取
締
方
等
糈
々
可
レ
被
，1申
渡
|

^

ー)

と
朗
示
さ 

れ
て
ゐ
る
。
'卽
ち
文
化
年
度
以
降
の
株
仲
間
が
惡
い
の
だ
か
ら
廢
止
さ
れ 

た
の
だ
と
、
僅
か
に
政
策
失
敗
の
ご
ま
か
し
を
そ
こ
に
求
め
て
ゐ
る
。
5: 

ふ
迄
も
な
く
問
屋
の
仲
間
組
合
の
成
立
ば
頗
る
杏
く
、
或
者
は
寬
永
の
頃 

.

に
ま
で
遡
り
得
る
し
、
又
前
掲
觸
書
に
あ
る
江
戸
の
十
組
問
屋
仲
間
の
成 

立
も
元
祿
十
年
の
こ
と
で
.あ
り
、
そ
れ
が
幕
府
の
認
め
る
處
と
な
っ
た
の
- 

も
享
保
年
間
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
然
る
に
こ
の
頃
'の
こ
と
社
問
は
ず
、
■文

イ*1
r.
iふ•安>表
0
.々表
v̂-
.
€女̂
^
^
^

化
以
降
の
仲
間
の
み
を
非
難
し
、
天
保
改
革
の
止
む
を
得
ざ
り
’
し
も
、
一
文 

化
以
降
の
仲
間
の
弊
風
燒
3H

の
た
め
と
去
ふ
、
然
ら
ば
そ
の
文
化
以
降
の 

仲
間
と
は
何
で
あ
る
か
。

.

.

.

V.
.
そ
れ
は
杉
本
茂
十
郎
の
音
頭
に
よ
：つ
て
江
戶
十
紙
間
屋
よ
り
文
化
六
年 

に
冥
加
金
の
上
納
が
あ
り
、
そ
れ
の
反
對
給
付
と
し
て
文
化
十
年
に
幕
府 

よ
り
株
札
が
渡
さ
れ
、
夔
垣
廻
船
積
仲
間
千
九
百
九
十
.五
人
に
株
式
が
定 

っ
た
。

「

問
屋
組
合」

又
は
，「

仲
間
組
合」

の
名
稱
は
こ
、
に
改
ま
り
、
 

T
#
#
：

間」

.

と
呼
ば
れ
る
に
至
つ
た
。

前
々
：よ
り
商
人
.
の
仲
間
、
組
合
は
.
、
 

徒
黨
を
結
び
て
獨
占
を
な
し
、
占
賣
占
賈
を
な
し
て
物
價
騰
貴
の
原
因
を


-
作

る

と

は

.
、

 

こ
の
吣
代
の
事
潘
識
渚
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
娼
え
る
處
で
あ 

り
、
幕
府
の
そ
れ
に
對
ず
る
態
度
も
臣
眼
視
す
る
も
の
で
灰
つ
た
に
も
枸 

ら
ず
、：

文
化
年
間
に
は
幕
府
が
す
、
ん
で
そ
れ
に
法
的
保
證
を
I

た
え
る 

に
至
る
。
株
札
の
下
附
に
.よ
り
、
.
.從
來
仲
間
内
の
私
的
束
縛
が
公
的
掘
力
，
 

を
特
つ
に
至
る
。
實
際
上
の
效
果
は
別
と
し
て
も
、
兎
も
角
官
憲
と
結
び 

つ
い
た
獨
占
が
こ
k

に
成
ま
し
、
.以
後
天
保
改
革
の
時
期
ま
で
に
及
ぶ
の 

で
あ
る
。
保
1

な
改
苹
の
主
腦
潘
水
®

思
邦
が
こ
れ
を
默
視
す
る
わ
け
. 

—

は
な
か
つ
た
。
仲
間
否
定
の
學
者
の論

！！

を
、

.こ'
の
極
端
に
發
展
し
た
株
. 

#

:
§
1

の
へ
上
に
加
え
た
の
は
當
然
の
こ
と
で
お
る
と
云
え
る
。'

:.

■

こ
の
間
屋
仲
間
の
發
展
史
の
上
で
劃
期
を
な
す
文
化
十
年
の
株
仲
間
の 

確
立
に
、
間
屋
侧
に
立
づ
て
折
衝
し
、
頭
角
を
現
、は
し
た
の
は
杉
本
茂
十 

郎
で
あ
つ
た
。
，茂
十
郎
は
本
來
十
組
間
屋
内
の
人
物
で
.な
く
、'

锘
飛
脚
問 

屋
大
坂
屋
茂
兵
衞
の
養
字
で
あ
つ
.
た
の
が
、

「

辨
舌
爽
快
に
し
て
談
說
流 

る
1

が
如
< £」

ーー：で
ぁ
っ
た
こ
と
：か
ら
、
十
組
に
關
係
.し
、
菱
垣
廻
船
積
株
.

杉
本
茂
十
郞
の
研
究

仲
間
を
成
立
せ
し
め
、
町
年
寄
次
席
：に
ま
で
登
つ
.
た
が
、
文
政
ニ
年
突
如 

失
脚
し
た
パ
舊
償
畿
守
の
封
建
體
制
下
に
、
の
し
上
つ
.て
行
つ
た
怿
物
的 

.な
存
在
、
.
そ
し
て
そ
れ
が
一
片
の
失
策
、
そ
れ
も
理
曲
に
.も
な
ら
ぬ
原
因 

か
ら
葬
り
去
ら
れ
る
波
瀾
の
生
涯
に
、
私
は
前
々
か
ら
興
味
を
惹
‘か
れ
て 

ゐ
た
。
一
更
に
利
用
す
る
と
き
は
利
用
し
盡
し
て
、
用
が
無
く
な
る
と
未
練 

も
な
く
放
り
出
す
封
建
支
施
^

の
遺
り
方
に
.も
興
味
を
感
ず
る
.
私
は
こ 

V

で
杉
本
茂
十
郎
の事

！
！

と

生
涯
を
_

ベ
た

い

。

.

そ
れ
は
¥
府
に
關
係 

し
、
.

紀
州
藩
に
關
傲
し
、
更
に
問
屋
•仲
間
な
ど
廣
い
範
園
に
渉
つ
て
交
涉 

が
あ
る
か
ら
、
宛
然
文
化
度
の
世
相
を
靈
く
に
等
し
く
な
る
し
、
茂
十
，郎 

の
事
業
の
成
功
が
天
保
改
革
の
動
機
と
も
な
る
と
ー
ギ
え
るa

要
す
る
に
社 

會
經
濟
史
の
流
れ
に
茂
十
郎
め
事
蹟
を
結
び
つ
.
け
た
い
に
あ
る
。
從
前
の. 

昆
に
は
竹
越
與
一
：11;
著
へf

媒

經

濟

史」

.が
舊
幕
府
理
財
會
婴
書
類
中 

の

「

杉
本
茂
十
郎
興
起
十
龃
&

を
基
に
し
•
て

詳

し

、
か

%

述

を
し
、
以 

後
す
ベ
て
の
經
濟
史
書
ば
一
應
そ
れ
に
觸
れ
て
ゐ
る
が
、
竹
越
氏
の
そ
れ 

以
上
に
®

ん

で
：ゐ
な
い
。
私

は

「

十
組
抄」

に
加
ふ
る
に
#

少
の
新
資
料 

に
ょ
つ
て
.肉
#

.
け
す
る
と
共
に
、
從
前
の
硏
毙
がI

1
R

々
基
礎
資
料
た
る 

f

十
組
抄」

そ
の
も
の
が—

茂
十
郞
を
姦
商
扱
ひ
.
に
し
、
常
時
の
流
行
語 

「

山
師」

：
を
そ
の
ま
.
、
現
代
語
譯
し
て
、/
失
敗
の
み
を
'誇
張
し
た
役
機
師 

の
如
く
に
解
す
る
.
こ
と
，を
避
け
、
前
述
の
樣
に
茂
十
郎
の
な
し
た
事
_
の 

社
會
經
濟
史
上
の
意
義
を
强
く
考
ベ
：た
い
と
思
ふ
。

，
：

.

(

註 

ー)

--
1

諸
問
屋
苒
興
調」

第
三
パ
德
川
時
代
商
業
叢
'#
第
三

.
:■

三
四
四
頁〉

.

.
V

(

註
ニ)

，.
竹
越
與
三
郎
著
■

「

日
本
經
濟
史」

第
五
.卷

五

九

0

頁
。

■

A

五

.
(

九
五
_
五)



三
田
學
會
雜
誌
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第
四
十.七

卷
'第
九
•
十
號

八
.六

.

(

九
五
六)

:(

註
三)

「

杉
本
茂
'十
郎
興
起
十
組
杪」

：
は
大
藏
省
縞
纂
の:「

日
本
財
_
 

政
經
濟
史
料」

笫
三
卷
に
全
文
所
載
さ
れ
て
い
る
。

(

蛀
四)

,
.例
え
ば
幸
田
成.友
：著
.

「

江
戸
と
大
阪」

.

.昭
和
九
年
出
版
、
前 

.

揭
竹
越
氏
の
.著
述
は
大
正
九
年
？
 

_ :

へ
：

'
.
,

=

'

杉

本

茂

十

郞

の

盡

，

r

i
茂
十
郎
興
起
十
組
抄

」

の
中
に
あ

る

ナ
M

_
M
M
㈱

«

は
文
化
八 

年
七
月
の
日
附
を
特
つ
た
長
文
の
書
類
で
あ
る
。
何
の
理
肉
も
な
く
斯
樣 

な
も
の
を
提
出
す
る
齊
が
な.い
か
ら
、
恐
ら
く
同
年
四
月
に
十
組
問
屋
扱 

ひ
の
、町
奉
行
小
田
切
土
佐
守
直
年
が
死
去
し
、
：永
田
備
後
守
芷
直
が
新
任 

さ
れ
た
こ
と
が
ら
、
新
奉
行
の
參
考
用
に
^
が
提
出
さ
れ
，た
も
の
で
あ
ら 

ぅ
。
，
と
す
れ
ば
杉
本
茂
十
郎
自
身
の
手
'に
よ
る
記
述
で
は
な
.い
と
し
て 

も
、
目
を
通
し
た
も
の
で
あ•る
こ
と
は
確
か
で•あ
ら
ぅ
。
.そ
れ
に
よ
れ
ば 

r

私
儀
甲
斐
國
八
代
瓢
夏
目
原
村
百
姓
次
左
衞
門
伴
に

て

、

し
罷
在
候
處
、
御

®

本
船
町
森
田
屋
次
郎
兵
衞
と
申
も
の
の
世
話
に 

て
、
萬
町
犬
：坂
屋
茂
兵
衞
方
べ
寬
政
十
午
年
四
月
中
養
子
に
罷
成
候
處

': 

間
も
無
，
之
養
父
茂
兵
衞
長
煩
に
て^

吣
仕
、
，家
，業
牆
其#
萬
端
聊
不
,
相 

辨
i

當
惑
難
漩
仕
候…

.：
前
書
に
も
申
上
候
通
、

婼
飛㈣
_
屋
渡
佌
に
，
.
 

て
、
遠
國
御
役
先
御
用
、
並
御
大
小
名_
御
知
行
之
御
用
向
、
其
外
御
府 

內
諸
商
人
共
遠
國
商
用
懸
引
之
文
通
、
並
金
銀
諸
荷
物
引
l

i
理
仕
候
家
.
 

業
に
て
、

寬
永
卑
中
之
頃
よ
りi

百
年
來
相
續
仕
候
轉
誠
に
難
レ
有 

仕
合
に率

：，

存
i
t-
H
と
あ
る
.
.0
茂
十
郎
は
夏
目
原
の
百
姓
小
宮
山
次
左
衞 

門
の
ー
ー.ー
男
十
女
め
末
子.と
し
て
生
れ
、‘劫
名
を
榮
次
郞
と
云
っt
°l
t

t
政

十
年
前
文
に
あ
る'機

に「

寬
永
年
中
之
頃
ょ
り
凡
贰
百
年
來
相
續

j 
.せ
る 

.

定
飛
脚
問
屋
の
舊
家
大
坂
屋
茂
兵
衞
に
養
子
と
な
っ
た
.。
養
家
大
坂
屋
は 

そ
の
家
ta
-
fc
i

J:
-
れ
ば
初
代
茂
兵
衞
は
慶
長
年
中
に
若
狭
に
生
れ
、
日
1£
稼 

體
の
飛
脚
家
業
を
阢
戶
大
坂0
兩
都
間
で
.營
ん
で
居
り
、

.一
一
代
目
に
至 

り
、
京
大
圾
の
御
番
衆
御
宿
狀
の
毎
月
三
度
の
.

I
を
な
す
、
所
謂
三
度 

飛
脚
の
公
認
ヴ
選
の
中
に
入
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
寬
文
ニ
年
の
こ
と
で
あ 

る
。
三
代
目
に
至
っ
て
：

「

步
行
早
飛
脚」

の
業
務
を
開
き
、「

家
業
道
に 

お
ゐ
て
肩
を
並
ふ
る
觀

j 

‘
な
き
程
の
全
盛
期
に
入
り
、
日
本
橋
萬
町 

.に
店
舖
を
張
っ
た
。
：
以
後
盛
衰
が
あ
り
、

一
時
は
双
㈱
豸
II
か
ら
離
れ
た 

こ
と
も
あ
っ
た
樣
で
あ
る
ぶ
、
天
明
一
一
年
に
江
戶
定
飛
脚
問
屋
の
株
が
殻 

定
さ
れ
た
と
き
は
、
九
軒
の
中
に
名
を
連
ね
て
居
り
、
五
十
雨
の
冥
加
金

‘
 

を
仲
間
共
々
•納
め
て
ゐ
る
。
此
時
の
茂
兵
衞
は
七
代
目
で
あ
る
。
八
代
目 

は
常
陸
出
身
の
養
子
で
あ
り
、
.
後
年
茂
十
郎
に
改
名
し
た
茂
兵
衞
は
九
代 

.目
で
、.七
代
目
の
娘
お
八
尾
と
結
婚
し
た
？
八
代
闫
茂
兵
衞
の
と
.き
大
坂 

屋
と
紀
州
家
と
の
關
係
が
出
來
た
。

：

後
年
茂
十
i
は
紀
州
家
に
取
入
っ
て 

種
々
劃
策
し
て
ゐ
：る
が
、
そ
の
端
緒
は
養
家
の
先
代
の
頃
か
ら
初
ま
っ
た 

と
.一

K

っ
.て
良
い
。
天
明.一.一
年
に
定
飛
脚
問
屋
株
が
設
诺
さ
れ
た
原
因
は
、 

蒽
府
が
飛
脚
業
保
護
の
た
め
に
使
用
を
許rJ
.し
た
策
海
道
宿
々
の
'傳
馬 

'が
、
馬
の
.不
足
か
ら
猶
送
り
を
拒
み
、.飛
脚
荷
が
.宿
々
.に
逗
留
す
る
こ
と 

の
多
く
^.
っ
た
.こ
.と
を
是
正
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
が
、
' 
一
片
の
法 

令
の
み
'で
は
ぞ
の
效
果
が
贪
分
現
は
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
紀
州
家
と 

關
係
を
っ
け
る
こ
と
は
紀
州
家
の
荷
物
と
稱
し
、
紀
州
家
の
會
符
を
以
て 

し
、
申
^
も
帶
刀
し
て
通
行
す
る
時
は
、
紀
州
家
の
威
光
を
以
で
繼
邊
り

R 

j

v

4

f
ぼ
I
ほ 

I

I疼
l

i
tg
l

祭

I

が
圓
滑
に
行
く
た
め
で
お
っ
て
、
.
こ
れ
よ
ヴ
先
、
同
業
島
屋
佐
右
衞
門
は 

水
戶
家
と
關
係
し
、
ニ
、
六
と
氐
を
定
め
て
、
水
戶
家
の
1

の
中
に
別 

の
飛
卿
荷
を
交
ぜ
て
瓦
利
を
擧
げ
て
ゐ
た
こ
と
を
見
倣
っ
た
も
の

'
.で
あ 

.

る
。
然
し
大
坂
屋.は
こ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
家
業
不
振
を
來
し
、
九
.代
目 

相
續
の
こ
ろ
は
.

r

身
上
向
不
如
意」

と
な
っ
た
の
は
、
紀
州
家
へ
：近
付
く 

爲
め
の
失
費
が
莫
太
で
あ
づ
た
の
と
、
大
名
の
會
符
を
利
用
し
た
商
荷
の
、
 

增
加
に
宿
.々

が
不
滿
を
持
ち
初
め
、
そ
の
不
芷
を
追
究
す
る
事
件
が
頻
發
.

.： 

し
た
爲
だ
と
一K

は
れ
る
。
八
代
目
，の
死
去
は
寬
政
十
一
年

一一

一
月
の
こ

と

で 

あ
.る
か
ら
、
茂
十
郎
の
茂
兵
衞
は
養
子
に
入
っ
て
僅
か
一
年
に
し
て
家
督 

を
相
續
す
る
こ
と
に
な
つ.た
0

.
:
. 

<

.
家

霜

續

後

、
養
家
立
直
し
に
樣
々
の
努
ガ
を
し
た
ら
し
い
。
文
化
四
、 

年
後
述
の
- #
糖
問
屋
と
十
組
間
屋
と
の
紛
爭
に
介
入
す
る
動
機
は

「

飛
脚 

屋
斗
ニ
而
者
、
此
節
之
借
財
い
か
ん
と
も
凌
樣
な
し
、
左
あ
れ
ハ
ナ

M
に 

組

し

て

-
ト
趣
向

J

と
お
る
程
で
、「

其
子
細
者
先
代
之
借
财
い
ま
た
不.

て
片
付
、
其
上
類
鋳
ニ
而
かk
る
程
、
.甲
府
權
兵
衞
^

1

入
材
木
切
出
し
損'
 

金
、.
操
綿
米
乘
合
損
金
等
目.ロ
に
餘
る
借
金
に
し
て

」

と
あ
る
が
如
く
、
.： 

鄕
里
の
關
係
か
ら
か
材
木
に
手
を
出
し
、
又
繰
綿
や
米
の
思
惑
な
ど
も
行

.

.
 

少
た
が
思
は
し
く
行
か
な
か
っ
た
。
•鄕
里
へ9.

書
翰
に
も
’「

當
家
之
儀
翁
.
 

而
御
承
知
被
下
候
通
り
、

先
代
よ
り
多
分
之
借
財
御
座
候
べ
共
、

一

a
養 

家
致
候
事
故
、
諸.向
引
請
彼
是
心
配
い
た
し
、
此
節
迄
取
續
來
候
處
、
：.愍

:
:

々
篇
濟
方
出
來
兼
' 

誠

當

惑

霜
j

•音

H

を
，f

需

，
.

渚
、
猶
々
借
財
相
重
ミ
、
自
然
と
身
上
立
行
か
た
く
、
然
時
.は
養
家
之事

；
. 

故
直
更
以
萬
々一

之
儀
御
座
候
而
者
身
分
難
相.立
土
付
、
種
-々
：致
勘
辨
、

杉
本
茂
十
郞
の
硏
究

家
內
得
と
相
談
之
上
、_下
拙
儀
表
向
は
退
身
仕
、
諸
借
財
其
外
萬
端
之
儀 

.家
名
共
交
配
人
千
藏
幸
助
江
爲
相
伟
取
始
末
爲
被
仕
候
間
、
.
定
而
委
細
者 

,兩
人
ょ
り
茂
可
申
上
候
、'.右

-

1

付
隱
居
同
樣
ニ
て
身
分
不
自
闬
二
も
罷 

.
成
、：

且
は
其
獄
江
對
し
.面
目
も
無
之

ニ 

.

何
共
不
本
意
.二
者
候
得 

典
、.
此
度
御
願
申
上
候
始
末
は
，何
卒
下
拙
壹
人
無
之
者
と
思
召
被
下
候 

.而
、
當
地
江
御
出
府
被
下
候
共
、
當
家
江
御
立
寄
り
御
見
舞
等
被
成
下
候 

.儀
、
貴
君
樣
始
御
親
類
一
統
御
用
捨
可
被
下
候

」

.一

K

々
と
あ
る
。
こ
の
書 

翰
の
前
文
に
は
生
母
のi
氣
見
舞
な
ど
記
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
文
化
三
年 

以
前
の
.も
の
で
あ
ら
^

デ
^

里
の
人
々
と
は
往
き
來
が
あ
つ
た
ら
し
く
こ 

.
の
.文
面
で
も
見
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
材
木
切
出
し
の
件
と
關
係
が
あ
る 

の
.か
も
知
れ
が
.い
。:-
:
'又
こ
の
長
文
の
手
紙
の
中
に

r

寺
賜
金
.

」

の
借
財
'-
%

_不
本
意
乍
ら
し
た
旨
も
記
さ

i

て
あ
る
。
.つ
ま
り
萣
飛
脚
問
屋
の
舊
家
に 

養
子
に
入
っ
.た
と
.は
云
え
、
債
鬼
に
惱
さ
れ
續
け
、
そ
の
挽
囘
に
惡
戰
苦 

闘
し
っ
^
.け
て
來
た
_こ
と
が
わ
か
る
。
し
扣
も
そ
の
間
、
定
飛
脚
問
屋
仲 

，間
の
規
約
改
JH
に
伴
ふ
飛
脚
賃
錢
改
訂
に
反
齔
す
る
江
戶
十
組
仲
間
と
の 

...

紛
爭
に
、
十
組
仲
間
千
九
百
九
十
五
人
を
相
手
に
し
て
、
定
飛
脚
問
屋
六 

軒
の
采
配
を
と
つ
て
働
い
た
と
云
ふ
か
ら
、
そ
の
精
力
た
る
や
大
し
た
も 

の
で
あ
る
。
こ
の
紛
爭
は
後
に
彼
が
十
組
に
關
係
す
ふ
機
緣
を
作
っ
た
も 

■

の
.で
あ
る
。
十
組
取
結
書
に
は

T

十
紙
諸
問
屋
共
之
籐
者
、
往
宙
ょ
り
家 

'
，通
之
得

意
先

に
て

、
數
年
來
之
取
引
之
者
共
に
御
座
候
に
付
、
前
書
之 

通
押
而
相
賴
候
を
强
而
相
斷
候̂

ふ
諸
得
意
之
氣
請
も
如
何
と
，存
、

不
レ 

:得
-
1止
事
1
:承
知
い
た
し
取
扱
仕&

6
と
あ
る
が
、
' そ
れ
だ
け
で
は
無
か
っ 

た
。
こ
の
紛
荦
の
經
過
は
次
節
に
譲
り
た
い
。

.

. 

■-

八

七

(

九
五
七)
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三
田
學
會
雜
誌
：
第
，四
十
七
卷
第
九
•十
號

(
驻
ー
V

日
本
財
政
經
濟
史
料
第
三
卷
.
八
八
頁
。.
：
'

:
c註
一
一)

.後
記
平
松
氏
宅
所
蔵
愈
の
文.面
參
照
。

‘-.
.
;
:

,(

驻
三〕

.
「

大
坂
屋
茂
兵
衞
記
錄

」V

の
ぅ
ち
の「

元
.祖
よ
り
曆
代
並
業 

道
發
端
舊
記」 

.

•

:
,
_

(

註
四)

.「

十
組
，と
砂
糖
問
屋
一
件
取
扱
よ
り
頭
取
役
相
勤
候
始
末」

'
.
<
!
大
坂
崖
茂
兵
衞
記
錄

」

の
ぅ
ち)

-

..
,
. 

•

(

註
五)

:

平
松
莊
榮
氏
所
藏
、
杉
本
茂
兵
衞
よ
.り
小
宮
山
次
左
衞
門
宛 

.:

，三
月
ニ
日
付
播
翰
、
生
母
の
死
去
は
同
家
の
位
牌
に
.よ
れ
ば
•文
化
三 

年
4

J
十
四
日
で
あ
る
。
七
月
廿

1;
一
日
付
杉
本
茂
兵
衛
の
書
翰
に
は.

■

御
供
物
料
と
し
て
金
千
芘
'
囘
向
料
と
し
て
金
五
百
疋
を
送
つ
た
宥 

が
記
さ.
.れ
て
あ
る
。
同
家
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
茂
+
郎
の
書
翰
は
右 

,

ニ
通
の
み
で
あ
る。
.

-.
.

(

驻
六)

日
本
財
政
漉
濟
史
料.第三卷五九頁。，

.
V

:

三
.

定

飛

脚

問

屋

と

十

組

仲

間

と

の

紛

爭
'

婼
飛
脚
問
屋
仲
間
の
定
法
欺
正
の
發
意
は
莩
和
二
年
の
頭
で
あ
る
。
旣 

述
の
：如
く
江
戶
に
定
飛
脚
問
屋
仲
間
が
認

.め
ら
れ
た
の
，は
天i

一
年
で
あ 

.る
が
、
同
時
に
そ
の
業
務
の
遂
行
を
圓
滑
な
ら
し
め
る
爲
、
道
中
奉
行
よ 

り
街
道
.の
宿
々
に
飛
脚
繼
立
履
行
に
關
す
る
觸
が
そ
の
十

1

月
に
發
せ
ら 

れ
た
。•

.「

右
之
者
共
儀
、
近
來
三.度
飛
脚
麗
繼
立
相
滯
段
申
達
候
に
付
、
吟

味.
 

.之
上
、.今
般
京
大
坂
定
飛
脚
問
屋^'
付
、.見
世
先
懸
ヶ
看
板
茂
差.免
間
、

. 

以
来
®

江
渚
定
飛
脚
と
認
候
會
符
を
差
、
宰
領
之
渚
へ
も
定
飛
脚
と
認

.'
•!-
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'
-
;
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八

八

■

(

九
五
八
;
}

_

印
札
を
爲
持
、
宿
々
江
茂
合
札
を
渡
置m
合
、
宿
場
定
賃
錢
急
度
相 

,

拂
往
返
可
致
旨
申
麗
、
其
旨
相
心
得
、
右
燒
印
札
請
取
置
引
合
無
相
違 

•
分
ム
定
之
賃
錢
請
取
、
尤
御
用
荷
物
者
勿
論
其
外
^

^

ハ
宿
届
到
着
之
順 

⑩
第
不
留
置
、

宿

人

馬—
不
限
、i
助
鄕
.馬
.

>1.

而
茂
早
連
繼
绘
り
可
申
者 

也
1-
-

-

-

:

然
し
こ
れ
が
あ
ま
り
有
效
で
な
か
っ
た
の
ば
、
そ
の
翌
々
年
の
天
明
四 

•.
年
八
月
に
再
度
觸
流
し
が
あ
っ
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
。
同
觸
に
よ
れ
ば 

.「

古
定
飛
脚
荷
物
渚
金
町
人
f

と
心
得
違

」

し
て
繼
立
を
怠
る
は
不
屆 

.-

.で
あ
る
、

：

「

御
代
官
所
よ0'
之
御
用
狀
之
外
、
.
諸
家
よ
り
之̂

^
請
負
' 

罷
有
候
儀-

【

付
ナ
規
則
通
り
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
戒
め
て
ゐ
^

こ
ぅ
し 

た
情
況
で
あ
っ
た
が
ら
婼
飛
脚
問
屋
に
し
て
定
飛
脚
會
符
を
棄
て
、
前
述 

.の
樣
に
島
屋
が
水
戶
藩
の
、
：
大
坂
屋
が
紀
州
藩
の
會
符
を
借
り
る
こ
と
を

. 

得
策
と
す
る
樣
に
な
つ
た
.が
、
,'
そ
れ
は
本
來
の
業
務
に
も
と
る
も
の
で
あ 

つ
た
し
、
又
前
述
の
樣
に
い
た
ず
ら
に
宿
々
の
紛
爭
を
多
く
す
る
も
の
で 

.
も
あ
っ
た
。
同
時
に
飛
脚
繼
遂
り
の
不
安
は
仲
間
內
の
競
荦
を
激
化
せ
し 

め
、
得
意
先
の
爭
奪
か
ら
飛
脚
賃
を
自
ら
引
下
げ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
そ 

こ
で
大
坂
屋
茂
兵
衞
が
發
起
し
て
、
そ
の
原
因
，の
一
っ
は
確
固
た
る
仲
間 

婼
法
帳
が
無
い
爲
，で
あ
る
と
し
て
、

■■
.仲
間
內
を
自
ら
折
衝
し
、
'三
十
箇
條 

よ
々
成
る
定
法
帳.と
定
賃
銀
表
を
作
成
し
、
そ
の
八
ム
認
と
そ
の
.觸
流
し
と 

を
道
中
奉
行
石
川
左
近
將
監
r
訴
願
し
た
。■
し
^
哪
內
の
私
法
で
あ
っ 

.
.X
は
再
度
協
定
を
破
る.不
束
者
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ 

.

.れ
は
.吟
味
の
末
に
認
め
ら̂
;ーーー1
流
の
件
も
享
和
三
年
七
月
に
.東
海
道
に 

限
つ
て
滯
り
な
く
行
は
れ
た

V

 

' 

'

か
く
定
法
が
認
め
ら
れ
た
上
は
そ
れ

.を
公
ー
浓
す
る
た
め
.板
行
揺
.に
し
て 

得
意
先
へ
配
布
し
て
同
意
，を
衆
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
.で
武
家
方
得
意 

と
町
方
得
意
と
へ
配
希
す
る
板
行
摺

.の
文
案
を
作
成
し
て
、
享
'和
三
年
十 

月
に
再
度
そ
の
是
認
を
道
中
奉
行
に
求
め
た
。
道
中
奉
行
は
そ
の
實
行
に
，
 

あ
た
つ
て
の
障
害
の
有
無
を
大
名
、
旗
本
、
武
家
ハ
：
寺
社
及
び
町
方
：に
た

.

. 

5f
す
こ
と
に
な
り
、
町
方
へ
は
.江
戸
町
泰
行
小
田
切
直
年
の
手
を
經
て
、 

年
寄
喜
多
村
役
所
へ
適
さ
れ
、
一
喜
畠

㈣
は
京
大
坂
取
引
之
町
人
は
十
組
問 

屋
の
外
な
し
と.て
、
同
問
屋
仲
間
の
大
行
事
、
惣
行
事
，に
意
見
を
求
め
る 

こ
と
に
な
つ
た
。.と
X
で
^

^
て
.十
組
と
の
交
渉
に
な
つ
た
譯
で
あ
る

. 

が
、
十
組
侧
は
次
の
條
項
.を
非
と
し
て
肯
ん.で
な
い
。

ー
つ
は
第
十
1
條 

のr

急
便
並
便
共
狀
賃
壮
切
相
止
メ
候
事

」

■
の
撤
囘
を
求
め
ン
從
前
の
仕 

切
狀
カ
存
續
を
主
張
す
る
。
：
仕
切
狀
と
，は
ー
ヶ
年
分
.の
狀
賃
銀
何
程
と
見 

.積
つ
て
請
負
は
せ
る
も
の
で
、
' 
一
通
毎
に
賃
銭
を
勘
定
し
茭
拂
ふ
の煩
瑣
. 

が
.な
い
か
ち
、
問
屋
側
で
は
便
利
で

_ぢ
つ
た
。

二
つ
に
は
第
四
條
の
但
書
：
 

に「

此
度
改
急
飛
脚
並
飛
脚
共
夜
五
ッ
時
限
一
一
差
立

」

と
.あ
る
の
を
、
從 

前
通
り
の
暮
六
ッ
時
限
を
主
張
す
る

/0
證
ー
ー
に
は
第
サ
條
の

「

飛
脚
出
日 

-1

.諸
得
意
方
江
用
向
請
取
人
差
街
不
申
事

.！.を
拒
絕
し
、
荷
物
及.び

飛

脚. 

狀
を
飛
脚
屋
ま
で
持
參
す
る
の
は
不
便
で
あ
る
か
ら
、
從
來
通
り
飛
脚
屋

': 

.の;「

觸
观
り」

.

.を
'?J.

せ
と
_云
.ひ
、.

脚̂
屋
か
ら'云
.え
ば
人
件
費.を
こ
れ
.. 

に
ょ
つ
て
減
少
せ
し
办
ょ
ぅ
と
し

I
F
)

然
し
紛
爭
の
根
农
は
こ
ぅ
し
た
_: 

細
な
仕
法.の
變
化
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
十
組
仲
間
と
し
て
は
定
飛
脚
問

'
. 

屋
な
ど
は
出
入
之
索
位
に
し
か
考
へ
て
ゐ
な
い
見
識
を
持
つ

v

ゐ
た
にも

：： 

拘
.ら
ず
、
そ
の
得
意
先
の
意
狗
を
前
以
て
全
く
聞
か
な
い
，で
、
新
し
き
仕

.

'
杉
本
茂
十
郞
の
研
究 

，

_

法
帳
を
作
り
ノ
新
賃
銀
灰
定
め
、

「

御
上
江
願
上
權
柄
を
以
狎
付
た
る
致 

■■
■
方
寄
柽
な
れ

J.

と
感
情
的
に
怒
る
有
機
で
あ
り
、

一
方
定
飛
脚
問
屋
側
は 

道
片
奉
行
公
認
の

「

金
箔
付
の
問
屋

」

た
る
事
を
以
て
自
負
し
て
ゐ
た
た 

'
め
、
T
解
點
に
達
す
る
こ
と
が
岀
來
な
い
。
然
る
に
町
力
以
外
は
二
三
の

■ 

曲
折
は
あ
つ
た
が
認
め
ら
る
K
處
と
な
り
、
文
化
一
一
¥

三
月
廿
九
日
道
中 

奉

行

ょ

り「

其
方
共
仲
間
取
締
方
ニ
付
飛
脚
賃
等
取
極
、
板
行
摺
に
い
た 

し
、
出
入
之
諸
家
並■
 n

町
方
得
意
之
向
江
相
配
度
段
、
案
文
取
調
差
出
願 

ふ
に
付
、

.

再
應
亂
之.上
賃
銀
極
其
外
不
當
之
儀
無
之
間
、
願
之
通
板
行
摺 

聞
屆
る」

と
申
渡
さ
れ
、

「

同

時

に「

大
坂
屋
茂
兵
衞
、
其
方
儀
願
發
當
人 

.

.

ゆ
る
に
付
以
來
仲
間
猥
に
.な
ら
ざ
る
樣
取
締
爲
致
.

j

と
命
ぜ
ら
れ 

た
。
か
く
し
て
未
だ
十
組
仲
間
と
の
，
決
が
つ
か
ざ
る
ま

'
 
板
行
摺
の 

.準
備
に
.か
'.
り
配
_
す
る
结
に
至-つ
た
。
.■

.か
急
一
方
的
な
定
飛
脚
問
屋
の
行
爲
に
十
組
仲
間
は
不
滿
を
禁
じ
得 

な
：い
。
文
化
一
一
ー
年
八
月
北
町
奉
行
に
差
障
り
あ
る
旨
を
以
て
出
辦
し
た
が 

却
下
さ
れ
、
績
い
て
れ
肖
に
は
南

W3
'

i
へ
訴
へ
出
で
、
こ
れ
も
却
ア
さ 

れ
た
。
そ
こ.で
今
度
は
十
組
仲
間
限
>
の
手
飛
脚
設
置
を
願
出
で
、
そ
の

. 

.
.

爲
の
道
中
筋
馬
繼
め
御
觸
流
し
を
要
望
し
た
。
そ
の
顔
書
に
は
婼
飛
脚
問 

屋
の
.乘
脚
賃
..の
値
上
げ
，は
江
戸
の
物
價
に
影
響
す
る
旨
を
カ
說
し
た
た 

' 

.
め
.，

「

御
府
內
諸
色
商
物
値
段
-!
響
く
と
あ
り
て
は
御
聞
捨
に
不
相
成
譯 

一
を
以

」

.
て
.取
調
べ
に
入
.る
ととゝ
な
り
、
飛
脚
問
屋
え
は
そ
の
^
障
'り
を 

:

問
：ひ
、
十
組
仲
間.に
は
手
飛
脚
の
仕
法
を
1£
す
こ
と
\
女
っ
た
。
十
組
仲 

間
の
手
飛
脚
め
方
法
は
.日
本
橋
木
原
店
の
丹
後
屋
佐
七
を
請
負
人
と
し
、 

十
組
の
飛
脚
荷
を
四
ヶ
所
に
て
取
集
か

、
' 京
大
坂
へ
上
下
す
る
と
一
ぶ
ふ
の

:
:
八
九_ 

(

九
五
九)



三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
九

•
十

號

、

で

あ

り

、

こ

れ

に

對

し

て

定

飛

脚

問

屋

側

で

は

定

飛

脚

問

屋

に

腐

す

る

飛

： 

脚

宰

領

を
1
ー
人
も
十
紙
え
は
融
通
し
な
：い
、

：

又

江

戶

附

出

し

馬

、

品

川

宿

.

： 

,賈

揚

馬

，
大

磯

宿

屉

馬

の.使

用

を

禁

ず

る

、
文

定

飛

脚

問

屋

が

冥

加

と

し
,: 

:

て
：架

橋

す

る

駿

河

の

辋

并

川

橋

の

通

行
I

ず
^

^

t
十

組

手

飛

脚

は

：
：
 

十

組
1

以

外

の

飛

脚

狀

を

取

交

え

て

扱

っ

て

は

な

ら

ぬ

等

の

箇

條

を

汝 

ら

べ

立

て
X
妨

碍
.に

こ

れ

つ

と

め

た

が

、..
.一
切
取
合
は
な
い
。
江

戸

十

組

：
 

諸

問

屋

六

十
.七

、
八

姐

、.耝

々

行

事

出

役

計

百

三

、

四

十

人

、
.
都

合

ニ

千

， 

.斬

.に

.及

ぶ

大

間

屋

仲

間

の

貧

錄

に

物

を

言

は.せ

て

、

定

飛

脚

問

屋

を

ほ

と. 

ほ

と

困

ら

せ

た

：。

こ
.れ

が

成

立

す

れ

ば

折

角

の

定

飛

脚

問

屋

株

免

許

の

恩 

典
%
效

果

が

な

く

な

る.の
で
、'
仲

間

取

締

の

茂

兵

衞

は

百

方

奔

宠

し

、
、
仲
し 

.•
間

.
内

に

あ

っ

て

は

拔

贩

け

を

警

戒

し

、'一
一
ヶ
月
餘
折
衝
を
重
ね'て
、
：
漸

く 

仕

法

立

て
.は

定

飛

脚

問

屋

側

の

主

張

の

儘

と

し

、
，
た
^
飛

脚

賃

の

引

下

げ

.；
 

.

.割

戾

し

の

規

定

を

加

え

：て
、
話

合

が

出

來

て

和

談

す

る

こ

と

が

出

來

l
°A 

(

肆

1)

'r

定

飛

脚

問

犀

願

濟

：一#」
C
T
K

坂

惺

茂

兵

衞

記

，錄
1

の

う
.

:

ち r
'

 

• 

_

. 

'

:(

註
ニ)

.
前

同

。

(

飩
三)

r

仲
間
取
締
願
發
端
並
再
御
觸
願
書」

(「

犬
坂
屋
茂
兵
衞
記
，
 

,
錄」

の
う
ち)

. 

.•■ 

S

四)
「

御
聞
置
二
相
成
仲
間
定
法
帳
御
釓
請
答
：一
件」

(「

犬
坂
屋 

'

茂
兵
衞
記
錄」

の
う
ち) 

.

.

•

.

(

註
五)

r

板
行
摺
御
願
濟」

.CT

大
坂
屋
茂
兵
衞
記
錄」

の
う
ち)

：

(

註
六)

定

飛

脚

問

屋

仕

法

帳

及

び

#
^
銀

定

は

定

飛

脚

問

屋

の

後

身

た 

る

「

國

際

通

運

株

式

會

社

々

史

」

に
全
.文

記

載

さ

れ

て

い.る
。
'

九
o 

(

九
六
0)

(

註
七)

：「

東
海
道
名
所
圖
會J

卷

四

に「

古
於
川
、
吉
原
の
西
に
あ

..'
り
、
.和
名
抄
ぃ
に
进
家
鄕
あ
り
、
.土
人
就
づ
て
■潤
川
^
よ
ぶ
-
-

三
度

-

横
、
.此
古
家
■川
に
か
く
る
橋
な
り
、

一.年
朝
鮮
人
來
朝
の
時
官
家
よ
‘
 

•
り
橋
を
.掛
け
ら
れ
し
な
り
、
其
跡
京
大
坂
のm

度
飛
脚
よ
り
官
■に
願 

.

.ぅ

.

て
こ
れ
を
か
く
る
な
り
.、
.故
に
三
度
橋
と
い
ふ」

.と
あ
り
。

(

註
八)

r

十
紅
諸
問
屋
定
飛
脚
問
屋
出
入1

件
1-c

r

大
坂
犀
茂
兵
衞 

.
記

の

.う
ち) 

•

',
江

戶

十

紙

問

屋

仲

間

と

大

坂

屋

茂

兵

衞

：，と

の

間

に

芷

式

の

關

係

が

結

ば

.

. 

.れ

た

の

は

、

文

化

四

年

五

月

本

町

組

藥

種

問

屋

と

傳

馬

町

組

藥

種

問

屋

を

.

.
•併

せ

た
.五

十

—.
:軒

の

ぅ

ち

の

十

六

名

及

び

他

問

屋

一

名

が

砂

糖

問

屋

株

を

. 

創

設

し

て

、■樽

船

積

入

を

懇

願

し

た

の'に

對

し

て

、
.
同

年

六

月

十

組

仲

間 

が

橫

鎗

を

入

れ
’て

紛

爭

と

な

つ

た

事

件

に

初

ま

る

。

こ

の

十

組

と

砂

糖

問 

屋

と

の

紛

爭

を

理

解

す

る.に

は
、

享

和

三

年

五

月

の

十

組

增

强

の

運

動

が 

ら

筆

を

起

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い。

：

.

.十
組
•問

屋

仲

間

は

元

祿

十

年

大

坂

屋

伊

兵

衞

と

い

ふ

者

の

莒

唱

.の
下
に 

■ 
p

織

せ

ら

れ

て

か

ら

、
江

戶

大

坂

間

の

海

運

は

十

組

仲

間

に

隸

屬

す

る

菱 

.

垣

廻

船

の

殆

ん

ど

獨

占

す

る

處

で

あ

っ

た

が

、

享

保

年

中

に

.至

り

酒

問

屋 

.
が

十

組

ょ

り

分

離

し

、.得

廻

船

に

ょ

っ

て

菱

垣

船

と

競

爭

す

る

に

及

び

、 

容

積

は

小

さ

い

け

れ

ど

速

力

に

優

る

樽

船

は

裳

垣

船

に

打

擊

を

あ

た

へ

、 

從

前

菱

垣

船

積

載

の

貨

物

も

樽

船

に

吸

收

さ

れ

る

も

の

が

出

來

た

。
' 十
組 

-

仲

間

は

そ

れ

に

對

杭

し

て

種

々

の

規

約

を

設

け

て

積

荷

の

嚴

守

を

期

し

た

四

：

砂

糖

問

屋

と

十

組

仲

間

と

の

紛

爭

.

が
、

そ

の

效

な

く

、
菱

垣

船

の

經

營

は

年

と

共

に

困

難

に

陷

入

り

、

船

數

‘ 

は

減

少

す

る

の

み

な

ら

ず

、
現

存

船

體

の

修

理

も

充

分

で

な

い

爲

、
難

船 

破

船

が

續

尚

す

る

狀

態

を

現

收

す

る

に

至

つ

た

。
.そ

の

損

害

は「

ゑ
目
四 

辰

年

よ

り

享

和

三

亥

年

贰

拾

ヶ

年

分

、
.難

破

船

荷

打

濡

痛

損

金

高

取

調

候 

處

、

凡

金

三

拾

五

萬

八

千

八

拾

六

兩

と

鑛

六

奴

四

分

六

原

六

毛

有

レ

之

候

」

' 

の

多

額

に

及

ん

で

ゐ

る

。こ
の
結
:̂
-
'、.
十

組

行

事

よ

ヴ

菱

垣

船

一

方

賴

を 

へ
北
'町

奉

行

小

田

切

直

年

に

歎

願

す

る

こ

と

に

な

つ

た

。

訴

狀

の

要

旨

は 

运

來

十

組

え

加

入

不&

候

而

、
同

商

賣

仕

候

組

外

之

渚

共

、

無％

•¥ 

上

方

筋

諸

國

よ

り

十

組

問

屋

共

同_

に

諸

代

呂

物

致
&

入

1候

者

有

，
之

、 

十
紙
仲
間
相

立

候

規

矩

無

レ

之

候

…
…

依
レ
之
十
組
之
外
に
て
直
仕
入
致
候 

、
者

共

、

何

卒

、
最

寄.の

組

合

え

差

加

、.商

賣

致

候

樣

仕

度

、

猶

又

在

々

に.

:

て
直
仕
入
致
候
者
共
儀
は
、
御
府
内
問
屋
共
方
に
て
、
仕
入
仕
候
樣
仕
度

.
 

奉
-
,願
上
-候
、
|乍
，
恐
御
威
光.を
以
て
被
，
爲
>
1仰
下
置
つ
十
組
諸
問
屋
永 

久

相

續

接

儲

奉

，一
願.上
ー
笆
と
沄
ふ
の.で
あ
る
。.奉
行
所
に
て
取
調
の

〗 

結
果
.は
十
組
の
要
求
そ
の
儘
で
は
な
か
つ.セ
が
、：：
文
化
一
一
年
十
一
月
に 

T

今
般
加
入
之
方
に
渚
，
積
仲
間
之
意
味
薄
可
，
有
^.
候
得
者
、
猶
此
末
、

-
讓

面

謹

之

上

、
1
已

之

了

簡

を

不
-ー

差

喪

仲

間

之

發

端

ぇ

基

、
；
相. 

..亙

に

睦

敷

い

た

し

、

新

古

に

不

，

枸

聊

な

り

：と

も

非

分

之̂

汰

有

，
之

候

は

：
 

K

,
兩

行

事

え

相

屆

、'
 

:其
上
四
極
印
一
兀
可
レ
及
ニ
評
議1:事
巧
と
定
め
ら
れ
い 

:

た
0
か
.
X
.る

矢

先

に

砂

糖

問

屋

の

：麗

が

起

っ

た。

.;
, 

砂

糖
.は

從

來

ば

藥

種

問

屋

の

取

扱

：ふ

商

品

で

あ

：つ
た
が
、
，船

積

0 '
便
宜 

.

の

た

め

に

天

明

六

年

頃

よ

り

搏

船

に

浪

積

す

る

樣

欠

な

り

、
.從

前

か

ら

十 

組

と

の

間

に

紛

爭

が

絕

え

な

か

つ

た

が

、

文

化

四

年

五

月

、

遂

に

藥

種

間

杉

本

茂

十

郎

の

赃

究

.屋

の

ぅ

ち

砂

糖

を

主

に

取

扱.ふ

十

六

軒

及

び

他

商

賣

の

も

の

一

軒

、
計

十 

..七

軒

が
.一,ゲ
'年

金

千

兩

の

冥

观

金

を

献

上

す

る

そ

の

代

償

と
.し

て

砂
1 *
間 

屋

株

の

設

立

を

乞

ひ

：、
：
同

時

に

公

然

た

る

樽

船

一

方

積

を

請

求

す

る

願

書 

を

、
南

町

奉

行

根

岸

肥

前

守

鎭

衞

に

提

出

し

た

。

年

々

の

冥

加

金

午

兩

に 

目

のV

ら

ん

だ

町

奉

行

は

大

略

是

認

し

、

た

を

念

の

た

め

に

十

組

に

差

障

. 

，り

の

有

無

を

間

ふ

た

。

事

の

内

容

を

知

つ

て

驚

い

.た

の

は

十

組

仲

間

の

み 

で

な

く

、
當
.の

兩

組

藥

種

問

屋

仲

間

も

、
從

前

、
問

屋

の

附

商

品

で

あ

つ 

'

た

砂

糖

を

別

組

問

屋

に

す

る

こ

と

は

、

家

業

を

狹

く

す

る

こ

と

と

て

、
0 

:
種

問

屋

行

事

は

十

組

仲

間

行

事

共

々

異

議

の

申

立

を

行

っ

た

。
.
事

件

の

擴 

大

.は

南

町

奉

行

の
.手

，に
.本

え

ず

、

十

組

受

持

の

北

町

奉

行

小

田

切

直

年

に 

1
渡

さ

れ

、

文

化M

年

六

月

に

至

る

も

決

著

し.な

か

つ

た

。

こ

の

仲

裁

に

十 

組

側

か

ら

賴

ま

れ

た

の

が

大

坂

屋

茂

兵

衞

で

あ
.っ
た
。

r

双
方
甚
六
ヶ：

敷

. 

相

成

候

に

付

、

十

組

麗

共

之

內

格

別

懇

意

に

仕

候

者

共

、

私

宅

へ

罷

越 

申

聞

候

教
>
.前

書

之

通

双

方

及

：
舉

論

r

大
變
に
も
可
レ
及
候
に
付
、

取
极 

■.
い

た

し

吳

候

樣

相

賴

候

に

付

、
，
右

一

件

大

勢

之

儀

に
#

r
中

々

双
®
扱

等

，
 

.
い

た

し

候

杯

と

申

儀

者

、
：
決
而
不
レ
及
段
、

堅

相

斷

候

得

共

、

：

畫

夜

罷

越 

'及
-一
數
度r

抑

而

相

賴

申

候J

と

あ

り

、
.
犬

坂

屋

侧

の

記

興

に

ょ

れ

ば

茂

兵 

衞

を

養

子

に

#

介

し

た̂̂
®
屋

の

戟

旋

に

ょ

つ

て

茂

兵̂

宅

に

依

賴

に

來 

:

た
と
.あ

^

一̂

兵

衞

は

ぞ

こ

で

町

年

寄

樽

藤

左

衞

門

に

.取

入

り

、
肝

煎

名 

、王

木

村

定

次

郞

に

奔

定

し

て"
次

の

解

決

を

あ

た

え

た

。
卽

ち

‘砂

糖

問

屋 

ど

藥

種

問

屋

と

の

紛

爭

に

對

し.て
は
、
請

願

せ

：る

十

七

軒

に

加

ふ

'る

に

藥 

種

問

屋

中

に

あ

つ

て

砂

糖

を

尙

主

と

し

て

取

扱

ふ

渚

八

軒

：を

加

え
て
株
と 

'
 

k

他
の
ー
ー
十
七
軒
の
藥
衝
問
屋'は

當

時

休

株

と

.し

て

他

日

を

期

ず

る

含

九

一

(

九
六
一)



三
田
學
會
雜
誌
笫
四
十
七
卷
第
九
•十
號

み
を
あ
た
.え
、
十
組#

：§
!

と
.の
紛
爭
に
對
し
て
は
、
砂
糖f

は
樽
船一 

i

を
認
め
る
か
わ
り
に
、
砂
糖
問
屋
の
取
扱
ふ
他
.の1

切
の
商
品
は
菱 

垣
船
に
の
み
積
載
す
る
と
約
束
し
て
和
解
し
、
文
化
五
年
十
月
內
濟
す
る

. 

こ
と
i

な
つ
た
。
こ
•の
解
決
は
十
組
仲
間
の
大
な
る
讓
步
で
あ
つ
て
、 

「

諸
問
屋
共
.一
同
以
之
外
不
承
知
之
趣1-
で
あ
っ
た
が
、
'
茂
兵
衞
は
町
奉 

行
べ
は
砂
糖
閛
屋
の
冥
如
金.め
鼻
藥
が
效
い
て
ゐ
る
際
で
も
あ
り
、
紛
爭 

を
長
引
か
.せ
る
の
'不
得
策
を
指
摘
しy
却
っ
て
箱

內

の

取
締
に
'力
を
盡 

.

.す
方
が
永
續
の
基
で
あ
る.と
カ
說
:^
た

。
ー
ー
ー
效
に

.於
い
；て
初
め
て
十
組
仲
間 

の
仕
孩
立
直
し
の
協
議
に
入
っ
た
。：

.(

註

3

.「

諸
間
屋
並
商
雜
類
編」

：

(

竹
越
與
.三

郞

著
‘日
本
經
濟
'史 

.

;■
'
第

五

卷.五
七
九
、
五
八
四
頁) 

,

. 

:

6

5

「

十
組
と
.砂
糖
間
屋
一
件
取
极
ょ
り
頭
取
役
相
勤
候
始
ま」

：

■
.

■(

前
掲)

，

/(

註
三)

：
註
記
せ
ざ
る
引
用
文
は

'「

十
組
間
犀
取
結
書J
に
據
る
。

:
:.
-:{
:

日
本
財
政
經
濟
史
料
.笫
三
，卷
>

:

:

「

十
組
問
屋
取
結
書」

■ば
町
奉
行
交
替
の
際
に
提
出
さ
れ
た
書
類
で
あ
ら 

ぅ
と
私
は
前
述
の
如
く
推
測
し
た
。
そ
の
內
容
は
菱
垣
船
積
仲
間
の
强
俗
，
 

か
ら
2
橋
1

の
成
立
事
蹟
を
細
說
し
た
も
の
で

「

申
矶
味
罾」

も

あ
る 

泣
“
で
も
あ
ら
ぅ
が
、
公
に
提
出
し
た
も
の
だ
け
に

「

一概
に
信
ぜ
ら
れ 

ぬ」

も
の
で
は
あ
る
.ま
.い
。
竹
越
氏
の「

日
本
經
濟
史j

も
こ
れ
を
!1
ぽ
.
 

し
た
も
の
で
、.重
複
の
そ
し
り
を
受
け
る
.で
あ
ら
う
が
ノ
順
亨
と
し
て
記

.
し
九
二 

.

(

九
六
ニ

)

薛
し
て
行
き
た
：い
。.「

取
結
書」

.

.に
ょ
れ
、は
砂
糖
問
屋
と
の
紡
爭
が
解
淡 

し
た
直
後
、
十
組
仲
間
の
大
行
事
總
行
事
、
組
々
重
立
っ
た
者
は
大
坂
屋 

茂
兵
衞
を
交
え
て
仲
間
仕
法
立
直
し'の
協
議
に
入
り
、
翌
十
一
月
に
は
町M
 

奉
行
、に
左
：の
如
き
文
書
が
提
出
さ
れ
た
.。

. 

へ

.「

一
，
菱
垣
廻
船
積
仲
間
諸
商
人
■一

 

同
組
之
惣
代
行
事
之
，者
共
奉
願
上 

.候
。.
私
共
養
府
內
永
住
#:
.、
商
賣
手
廣
二
渡li
t
'相
續
仕
候
段
、
冥
加
至 

.極
難
有
仕
合
f

候
。
依
之
爲
冥
加
相
靡
之
御
用
筋
も
奉
相
勤
度
數
年
來 

心
翁
罷
在
候
得
共
、

+:i

間
共
多
人
數
と
申
、.私
共
體
之
儀
心
)®
'
不
相
任
、 

乍
心
外
罷
過
段
奉
恐
入
候
、
隨
而
恐
多
御
機
座
候
得
共
、
此
度
寸
志
御 

國
恩
爲
冥
加
、
叙
共
組
內
限
り
月
々
褂
金
仕
、
.積
立
置
、

大
川
筋
永
代 

檍

、
.新
大
橋
、.
大
川
檑
右
三
橋
之
義
、

以
來
永
，々
懸
替
時
々
修
覆
等
之 

義
、
私
共
へ
被
爲
仰
付
被
下
置
候
樣
奉
願
上
度
奉
存
候
。
右
願
上
候
儀
ュ 

付
、
聊
私
欲
ヶ
胄
趴_

^
頭
仕
^

#
双
。'.
皿
«

_
上
_
皿
、

ニ 

永
住
仕
、
手
廣
之
商
蓖
仕
冥
加
之
程
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
ニ
付
御
願
奉 

串
上
候
。
右
體
御
聞
濟
上
下
置
候
，上
比
、
.掛
替
破
損
等
入
念
丈
夫-

l

仕
、

.

聊
候
差
支
-
ボ
⑶
成
樣
可
仕
候
。
且
又
往
來
人
ょ
り
橋
錢
被
申
間
敷
候
。 

.何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
、
致
之
通
り
被
仰
休
被
下
置
候
は
r
、
ナ
M
諸 

.商
人
嘉
寸
志
御
用
も
相
達
難
有
仕
合
寒
候
間
、.
御
聞
濟
の
程
一
同
奉 

願
上
&
'
:
.
ハ
 

.

'

.

.
折
か
ら
前
年
の
文
化
四
年
八
月
に
深
川
祭
の
雜
閙
で
永
代
橋
が
落
ち
て 

多
數
の
死
者
を
出
し
た
椿
事
が
あ
っ
た
が
、
慕
府
は
財
，政
難
の
た
め
、
そ 

の
架
橋
著
手
に
は
苦
暾
し
て
ゐ
る
時
で
あ
っ
た
。
そ
こ
え
十
紙
仲
間
が
、 

.

「

御
國
恩
冥
加J 

:の
た
め
、.：
月
々
^
金
を
し
て
架
け
よ
う
、.そ
の
上
、
■永

五

，
菱

烜

廻

船

積

仲

間

と1
ニ
橋
會
所

I

が'ペ塌

\

H

代
橋
の
み
で
な
く
大
川
筋
の
三
大
橋
の
掛
替
ぇ
、
修
覆
は
永
久
に
仲
間
が 

則
き
受
け
て
、
而
も
橋
錢
を
取
ら•な
い
と
写
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
.幕
府
に 

と
っ
て
は
.全
く
棚
か
ら
牡
丹
霞
に
等
し
い
。
十
組
仲
間
が
全
く
今
迄
思
ひ 

も
か
け
な
い
、
橋
の
掛
替
請
負
を
す
る
事
を
思
ひ
つ
い
た
の
は
、
恐
ら
く 

大
坂
屋
茂
丘(

衞
の
示
唆
す
る
處
で
あ
っ
た
ら
ぅ
。
前
に
も
觸
れ
た
樣
に
定 

飛
脚
問
屋
で
は
駿
河
國
潤
井
川
の
架
橋
を
冥
加
の
た
め
請
負
っ
て
居
り
、 

そ
れ
が
何
よ
り
も
問
屋
を
權
威
づ
け
て
ゐ
た
.事
を
茂
兵
衞
は
篤
と
知
っ
て 

ゐ
た
が
ら
に
外
な
る
ま.い
。
そ
れ
が
江
戸
の
十
組
仲
間
で
あ
る
か
ら
、
橋 

普
箭
も
1
.段
と
大
き
く
' 

.
犬
川
筋
の
三
橋
と
申
出
た
わ
け
で
あ
ら
ぅ
。 

r

御
國
恩
冥
加」

を
前
面
に
押
立
て
\

十
組
は
こ
れ
で
何
を
目
論
ん
だ 

か
と
沄
ぇ
ば
、

一
は
蒙
垣
廻
船
の
强
化
で
あ
り
、
他
は
仲
間
内
の
金
融
で

.
 

あ
る
。
菱
垣
廻
船
が
當
峙
衰
微
の
狀
况'に
あ
っ
■た
事
は
、
文
化
五
年
七
月.
 

に
i

損
金
取
調
書
を
町#
行
に
提
出
し
た
.中
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ 

る
と
.

「

取
結
書J

に
あ
る
が
.、
現
在
見
て
ゐ
な
い

：

の
で
仔
細
に
は
！

K

え
な 

い
が
、
概
略
す
れ
ば
他
廻
船
へ
の
洩
積
の
增
加
、
：
•船
の
修
繕
の
不
行
屆
と 

新
造
計
覺
の
不
振
、
加
ぅ
る
に
難
船
へ
破
船
の
頻
發
の
た
.め
、
そ
の
運
營 

に
支
障
を
來
し
た
。
そ
こ
で
菱
谊
廻
船
の
不
振
は
十
組
仲
間
の
振
は
ざ
る

■ 

根
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
_

内
か
ら
の
出
金
と
菱
垣
船
で
生
計
を
だ
て
一 

て
ゐ
る
船
頭
棟
子
よ
り

「

船
ー
艘
ー
上
下
に
付
銀
ー
一
百
目
づ
乂
し
差
尚
さ
：
 

し
め
、
以
て
船
の.修
覆
を
急
ぎ
、
新
造
に
，努
め
、
.
.
一
刻
も
早
く
百
艘
に
達 

.す
る
よATS

努
力
し
た
。
同
時
に
こ
れ
ら
め
積
金
に
加
ぅ
る
に
月
七
分
の
利 

息
を
拂
っ
.て
仲
間
内
よ
り
資
金
を
集̂

三
橋
修
繕
、.架
橋
の
手
當
金
に. 

す
る
と
故
に
、
，
組

内

の

m

手
金
手
薄
の
も
の」

.
へ
月
八
分
办
刺
息
で
貸"

杉
本
茂
十
郞
の
胼
究 

.

付
け
、
金
融
め
圓
消
を
圖
っ
た
。
斯
樣
な
仕
事
を
す
る
爲
に
は
會
所
の
取 

立
て
が
必
要
で
あ
り
、
.そ
の
設
立
は
仲
間
の
料
理
茶
屋
へ
の
寄
合
費
を
節 

約
せ
し
め
る
だ
ら
ぅ
と
も
っ
け
加
へ
て
ゐ
る
。
..そ
こ
で
幕
府
は
文
化
六
年 

一
I

に
一
も
.ー.ー
も
な
く±
を
許
可
し
、
會
所
は
三
橋
會
所
と
名
付
け
、
そ 

の
頭
取
.に
：.は
十
齟
仲
間
の
推
薦
に
ょ
っ
て
杉
本
茂
十
郎
が
就
任
し
た
。
こ 

れ
ょ
り
先
、
文
化
五
年
十
一
一
月
に
大
坂
屋
茂
兵
衞
は
十
組
仲
間
立
直
し
.の 

仕
事
に
寒
念
す
る
た
め
か
、.茂
十
郎
と
改
名
し
、

西
河
岸
町
に
居
を
移 

.

し
、
定
飛
脚
問
屋
は
茂
十
郎
の.妻
の
弟
銀
十
郞
に
讓
り
、
.十
代
目
茂
兵
衞 

を
襲
名
せ
し
め
て
ゐ
た。

' 

•

.-

他
方
、
：
文
化
芷
年
士
ー
月
頃
ょ
り
杉
本
茂
十
郎
の
勸
請
に
ょ
り
冥
加
金 

卿
納
の
議
が
ずi
み
、
文
化
六
年
四
月
迄
に
四
十
八
ロ
、
八
千
百
五
拾
兩
.
 

の
金
高
に
達
し
た
。
献
納
の
理
甶
は

「

私
共
義
太
平
御
繁
榮
之
御
國
恩
を 

.以
、
於
ニ
御
府
内
一
從
ニ
往
古
一
連
綿
と
渡
世
仕
、
親
妻
子
撫
育
仕
來
候
儀
、 

全
御
慈
悲
之
御
餘
光
と
難
，
有
仕
合
一
一
奉
，
存
候
。
百

姓

ハ

年

 々

御
年
貢
を
差
上
、

萬
分
ヶ
 

一
？

報
候
御
國
恩
候
得
共
、,町
人
之
義
ハ
、 

左
樣
之
儀
も
無
一
一
御
座

r

我
儘
一
一
打
過
候
段
、

誠
以
無
二
勿
鉢
一
御
義
と
心 

付
奉
.存
&

-

#あ
.
.っ
た
が
、

勿
論
只
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
上
.
 

納
冥
加
金
の
•半
金
は
卽
刻
無
利
足
で
十
組
へ
融
_

の
た
め
貸
下
げ
ら
れ 

る
。
而
も
冥
加
上
納
金
は

「

世
上
通
用
不
，一
相
成

I

程
之
切
金
輕
目
金」

を 

以
て
し
、
貸
下
金
は
御
藏
金
を
以
て
さ
れ
た
。
.更
に
.そ
れ
の
み
で
な
い
。 

冥
加
金
.上
納
者
べ
鑑
札
一
枚
づ
、
下
附
さ
れ
る
樣
願
出
で
、
表

向

は

「

ゑ 

世
冥
加
金
忘
却」

.せ
ざ
る
•爲
ど
..は1K

ふ
が
、
內
實
は
商
業
退
轉
の
際
、
鑑 

A

を
添
え
て
讓
渡
ず
、
株
札
同
然
の
も
の
た
ら
し
め
る
に
あ
っ
た
。
す
べ

.

.

.九
三
，

.

i

c 
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二
田
學
舍
雜
誌
笫
四
十
七
卷
第
九
•十號

て
は
縣
府
の
好
ま
し
き
こ
と
で
あ
つ
た
爲
、
鑑
ル
下
附
の
決
定
は
七
月
に 

'通
宵
ハ
八
月
七
日
に
は
第
ー
商
冥
加
牵
の
半
額
が
上
納
さ
れ
、
同
月
十
八
，
 

日
御
金
.藏
ょ
り
同
額
が
四
年
目
に
納
入
さ
る
べ
き
豹
束
で
貸
下
げ
^:
れ
、 

次
.で
十
九
日
游
美
：と
し
て
上
金
せ
る
も
の
ニ
.
#へ
室
町
三
丁
目
に
，，て
百
十 

坪
の
屋
敷
が
下
さ
れ
た
。
巽
加
金
は
其
後
も
他
の
組
々
に
も
及
び
、
文
化 

七
年
十
一
一
月
に
は
二
千
五
十
兩
の
追
加
が
あ
り
、
翌
八
年
閏
ニ
月
に
こ
の 

分
の
鑑
札
が
下
附
さ
れ
た.。
.全
額
壹
萬
貳
百
兩
に
達
し
、
毎
年
十.

一
I

月
 ̂

七
0
が
納
入
0-
と
定
め
ち
れ
た
°

こ
の
頃
に
.は
會
所
の
機
構
も
整
備
さ

. 

れ
、
顔
取
杉
本
茂
十
郎
の
盘
吖
年
寄
樽
與
左
衞
門
が
會
所
取
締
り
と
し
：
 

て
一
ヶ
月
兩
度
見
廻
り
を
仰̂
さ
れ
、
肝
煎
名
主
五
名
に
三
橋
會
所
掛
り 

が
命
ぜ
ら
れ
た
。
，頭
取
杉
本
丧
十
郎
の
首
尾
は
上
々
.で
文
化
六
年
十
月
十 

.七
日
に
はT

御
扶
，
持

方.三
人
轶
持」

T

苗
字
御
5

「
肩
衣
着
用」

を
許
さ 

れ
、

「

地
割
役
»

ニ
右
衞
門
次
席」

'と
定
め
ら
れ
、
七
年
四
月
十
七
日̂ 

は

「

町

-^
奉
行
所
御
用
達
ナ
に
仰
仲
ら
れ
、
そ
の
他
十
組
行
事
な
ど
も
そ 

れ

ぐ

嘉

賞

さ

る
X
處
が
あ
つ
た
。
か
く
て
文
化.八
年
三
月
の
算
當
書
に.
.
 

ょ
れ
ば
三
橋
會
册
の
積
立
金
は

「

御
金
藏
御
下
ヶ
御
預
ヶ.金

、

並

.三

橋

會 

所
積
立
金
、
：.組
內
之
者
共
ょ
り
差
加
金

」

，
併
せ
て
金
七
萬
兩
の
高
に
な 

り
、
'

下
げ
、.
•金
.
^
^
下

げ

の

基

と

な

ら

ん

と

意

氣

軒

昂

た

る

も

の 

が
ぁ
っ
妙
。

.

.

(

註
一)

.幸
田
成
友
著「

江
戶
と
大
阪」

1.

五
：七
頁
。
：

:
(

胜
ニ)

豐

芥

子

藩「

街
談
文
々
集
要
,-

.(

珍
書
刊
行
會
叢
書

第
一
一

.册

.

一

八
三
頁)

，

.

■
'

ハ

;

(

註
三)

r

撰
要
永
久
錄」

(

東
京
市
史
稿
市
街
篇
第
一
一
一(

十

四

三

>!
：i

I

パ

四 V
V
S

九
.六
.四)

.
，
'
、
'
.
:■.

.

〇
.頁)

'
'

.

(

註
：四)

註
記
な
ぎ
引
用
文
ば
前
節
同
樣
、

「

十
組
陬
屋
取
結
篑」

に 

:
■

嫁
る
。

六

幕

府

の

米

價

政

策

へ

の

協

力

,

文
，化
六
年
七
月
の
鑑
札
下
附
に
よ
っ
て
株
札
の
如
く
.取
扱
ほ
う
と
仲
間 

侧
で
は
考
え
た
が
、
.幕
府
侧
か
ら
は
强
制
力
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か 

.ら
、
1靈
龍
點
晴
を
缺
く
と
！

K

え
よ
う
。
株
式
を
立.て
、
法
的
獨
占
を
作
り 

上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
は
從
っ
て
尙
續
げ
ら
れ
、，
罾
に
文
化
十
年
三
月

® 

.就
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。.三
月
廿
八
H -
南
町
奉
行
所
に
於
い
て
の
申
渡
は 

次
の
如
く
で
あ
る
。

.「

拾
組
積
仲
間
之
儀
ハ
、
是
迄
御
用
向
出
情
相
勤
、
別
而
贫
穀
賈
保
キ
方 

.之
儀
、
御
當
地
大
坂
共
、
組
合
申
合
骨
折
候
趣
相
聞
、

一

•段
之
事M

候
。 

此
度
以
來
取
締
之
爲
、

當
地
有
來
候
右
仲
ヶ
間
千
百
九
拾
五
人
株
式
相 

極
、
株
札
銘
々
相
渡
候
。
向
後
新
規
加
入
難
相
成
候
。
萬
一
身
上
相
仕
舞 

候
者
有a

之
節
ハ
、

ゆ
ヶ
胄
ぼ
式
預
り©
、
.
相
_
之
者
組
內
ニ
而
見
立
、 

_
請
相
願
候
樣
可A

致
候
。

右
之
通
申
渡
候
間
、

彌
胡
愦
永
績
御
用
向
相 

■觐可
：，

申

、

株

札

之

儀

っ

江

申

談

請

-I

取

之r

紛

敷

儀

無

，
之

樣

可

，
致

！

t
r

 

'

こ
れ
に
■よ
る
と
基
礎
漸
く
固
ま
っ
た
十
組
積
仲
間
に
對
し
、
米
價
下
落 

の
對
策
.に
腐
心
し
て
ゐ
た
幕
府
は
、そ
の

協
力
方
を
命
じ
、
そ
の̂
力
の 

代
償
と
し
て
.

「
向
後
新
規
加
入
難
二
相
成

1J

獨

占

.の

株

札

を

あ

た

え

た

の 

.

.で
あ
る
。
そ
こ
で
當
時
の
米
價
政
策
を
振
返
え
る
こ
と
か
ら
こ
の
節
を
初

.町
年
寄
樽
與
左f

門
同
吉
五
郎
頭
取
茂
十
郎

め
て
行
き
た
い
。
 

：
： 

..

天
明
年
間
に
は
政
作
打
續
い
て
米
價
騰
貴
し
、
.幕
府
は
そ
の
引
下
方
に 

努
力
し
た
の
と
逆
に
、
そ
れ
に
續
く
寬
政
、
'享
和
の
間
は
多
く
豐
作
で
あ
： 

つ
た
の
で
米
價
下
直
に
し
て
武
家
が
困
窮
し
、
幕
府
は
米
價
引
上
策
に
狂 

.奔
し
た
。
酒
造
制
限.の
孵
除
、
馨

貯

藏
_の
獎
勵
、
產
地
圍
米
令
、
江
戸 

へ
の
廻
米
制
限
な
ど
行
は
れ
た
が
、
江
戶
に
於
で
は
特
に
文
化
ニ
年
に
米 

價
掛
な
る
も
の
を
設
け
て
米
の
賈
上
げ
を
强
行
し
た
。
..卽
ち
米
問
屋
汩
橋 

蝴
兵
衞
、
金
澤
瀬
兵
衞
ぺ
貸
下
金
を
し
て
、
.米
穀
を
貿
保
た
し
め
、
米
價 

騰
貴
を
待
ち
て
賣
拂
ひ
、
.
.返
濟
す
る
と
い
ふ
に
あ
る
。

蓋
し
近
年
米
問 

:

屋
、
‘米
仲
罠
ら
が
衰
微
し
て
、：
身
代
薄
き
米
屋
に
賣
込
む
た
，め
、
賈
持
が

' 

少
く
な
り
、
相
場
が+ 下
落
す
^
の
で
あ
る
か
ら
.'
か
i
る
端
-^
の

米

屋

，は
.
 

禁
じ
て
、
問
屋
#,
‘貿
の
獨
占
と
す
れ
ば
、
相
場
も
今
の
如
く
下
落
す
谷
こ
.
 

と
も
無
い
と
去
ふ
石
橋
彌
兵
衞
の
献
言
に
ょ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
七
の
手 

初
め
に
文
化
二
年
十
月
ょ
り
士

1

月
ま
で
.に
藏
米
及
び
諸
家
拂
米
ニ
萬
石 

を
释
借
金
で
賈
上
げ
、
人
氣
の
引
立0
た
處
で
寶
拂
ひ
、.翌
1ー
ー
年
七
、

八

： 

月
织
ま
で
に
決
濟
す
る
豫
矩
で
あ
つ
た
が
、
.
右
高
で
.は
あ
ま
り
に
も
少 

く
、
：貿
入
が
途
絕
え
る
と
下
落
す
る
の
.で
：、

尙

ニ

萬

お

を

追

加

'し
、
.更
に
。 

,問
屋
仲
賈
に
三
、;'
-
'四
萬
兩
の
贷
金
を
し.て
賀
米
せ
レ
め
、
そ
れ
で
も
少
い

：- 

と
の
見
込
み
か
ら
六
萬
兩
見
當
に
增
加
し
、
そ

の
双
罾
を

强
行
す
る
爲 

.
'に
、

，ー
ー
_

七
月
に
右
橋
^

|

*を
拗
^
所
御
用
達
と
し
、

人
員
を
整
備 

■,
'
:し
、
貯
藏
納
屋
を
增
設
し
、

：

更
に
町
人
に
御
用
金
を
命
じ
て
そ
れ
を
資
金 

に
繰
入
れ
る
等
、
慘
澹
た"る
努
力
の
連
續.で
.あ
つ
だ
0.
そ
し
て
漸
く
四
年'.
 

.
十1

丹
頃
ょ
り
米
徵
の
微
騰
が
あ
り
、
拂
米
が
始
り
、
納
•屋
の：

取
毁
し
な

杉
本
茂
十
郞
の
研
究 

，

■ど
で
.、
ほ
っ
と
ー
.息
0
い
た
の
は
文
化
五
年
で
、
翌
六
年
七
月
に
は
石
橋 

. 

.

.

.

.

彌
兵
衞
も
褒
美
と
し
て
銀
十
五
敉
を
下
さ
れ
、
他
の
米
償
掛
に
も
そ
れ
ぞ 

:
れ
拜
領
■
が
あ
っ
鉍
°5
然
し
そ
れ
も
、
ほ
ん
の
東
の
間
で
五
年
‘十
月
に
米 

價
は
叉
も
下
落
し
た
。
こ
の
間
の
騰
貴
は
結
局
、
四
年
六
月
に
近
®

方 

.

に
：水
害
が
あ
り
、.田
畑
に
損
害
が
あ
っ
た
爲
で
、
六
年
に
は
諸
國
豐
作
と 

■

な
っ
た
の
で
再
び
下
落
と
い
ふ
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
迄
、の
政
策 

•

，
は
汩
橋
彌
兵
衞
ら
の
努
力
も
多
と
す
る
事
で
は
あ
っ
た
が
、
根
本
は
賈
米 

.へ
の
幕
府
の
貸
金
、
そ
れ
は
順
當
に
行
け
ば
貸
金
を
皆
濟
し
、
利
潤
の
四 

分
.を
上
納
せ
し
め
、
，若
し
損
金
.が
出
來
た
場
合
は
幕
府
が
償
ふ
と
い
ふ
好 

.

.
,
條
件
で
あ
っ
た
し
、
：文
町
人
の
出
金
に
は
利
息
を
茭
拂
ふ
と
い
ふ
幕
府
の 

.

保
證
が
あ
.っ
，
：
た
：
の
：
で

、

.
貿
米
廣
金
が
潤
澤
で
、
か
ら
ぅ
じ
て
效
果
钇
擧
げ 

た
の
.で
あ
っ
て
.
_
'
.
再
度
の
卞
落
の
時
に
は
、
.
幕
府
比
こ
れ
以
上
の
出
費
に 

(

.
堪
え
な
いT

御
繰
合
不
宜」

狀
態
と
か
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
從
前
の
政
策
の 

.持
續
ぼ
當
‘底
望
め
.な
い
。
外
に
資
金
を
充
分
擁
す
る
も
の
に
行
は
し
め
る 

‘

ょ
り
外
は
な
い
。
こ
\
に
汩
橋
彌
兵
衞
の
免
職
と
な

り

、

三
橋
會
所
の
米
.. 

丫

：實
保
方
協
力
へ
の
要
請
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
た
。
'

'

三
橋
會
所
の
米
賈
上
げ
が
從
前
の
米
償
掛
と
違
ふ
點
は
米
價
を
制
す
る 

に
は
江
戶
の
み
で
は
不
宠
分
で
あ
る
と
し
、
大
坂
へ
も
賈
米
に
出
張
し
た 

.

こ
と
で
あ
り
、
而
も
豐
富
な#
所
の
資
を
で
大
a

M
あ
さ
り
、
大
坂
堂
島 

. 

'米
市
場
で
..兎
角
，訴
訟
に
ま
で
持
込
む
程
の
大
相
場
を
張
っ
た
事
に
あ
る

。
.

'

其
間
の
消
息
：に
：っ
い
て
は
次
の
書
么
げ
に
詳
し
い
。
長
文
で
あ
る
が
煩
を 

'

'
い
と
わ
ず
引
用
す
る0

,

,

F

文
化
八
未
年
江
戶
大
坂
共
賈
持
米
御
用
之
儀
、
小
田
切
土
佐
守
殿
ょ
り

'
 

. 
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11

田
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
九
•
十
號

被
仰
渡
候
處
、
大
坂
表
之
儀
ハ
遠
路
掛
隔
、

：

取
扱
方
無
覺
束
、
：殊M
十
組
.
 

.問

屋

蓄

寶

違
-

1

有
之
、
旁
取
斗
方
行
屆
傷
敷
旨#
上

候

處

、
：
'苒

膘

厚 

:

御
利
解
御
座
候
ニ
：付
、
問
屋
共
呼
寄
篇
之
御
趣
意
御
奉
公
筋
等
段
々
と

■' 

諭
し
候
處
、

一

同

趴

罾

候

、
ぺ
豸
ほ
右
問
屋
共
ー
同
評
儀
仕
、 

大
坂
表
之
儀
ハ.小
布
數
買
方
仕
候
て
ハ
米
價M

*
不
申
、
ぬ
る
時
ハ
»
用 

被
^

^
詮
無
御
座
候
趣*
立
、
,
御
奉
公
際
立
候
樣
取
斗
申
度
心
得-:
•.

て
、，.I

同
踏
込
大
布
數
贺
方
仕
候
ニ
付
、'一
a
ハ
餘
^
値
|

±

ヶ
、'武

■
 

，
家

方

种

在

々

益

筋
.

u

も
相
成
候
甶
、'然
る
處
諸
國
豐
年
之
曲
唱
杼
仕
人
氣■■
..
,
 

を
惑
し
、
次
第
-一
米
價
下
落
ニ
相
成
、r其
上
大
坂
米
商
人
共
甚
不.I
E
之

取

. 

.
斗
等
も
有
之
、
無
余
儀
十
組
間
屋
共
及
出
入
候
仕
合
、
旣
ー
一
凡
拾
三
萬
兩

'

余
及
損
失
、
猶
i

當
地
米
賈
方
未
年
ょ
り
去
る

M
年
迄
ニ
ル
豸
萬
兩
損■

先n.

震

：
都
合
拾
五
蔥
兩
余
全
く
損
失
仕

i
f

 

_
.

.

.こ
⑷
饌
な
努
力
を
拂
つ
た.に
も
拘
ら
ず
、
そ
し
て
大
坂
で
は

T

草
間
伊
，

.
 

助
P
記
；

f

に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
ゐ.る
機
に
、
大
坂
市
民
の
.怨
嗟
の
ま
と 

と
な
る
■
な
手
段
を
講
じ
て
も
、
冗
來
が
賈
上
米
政
策
そ
の
も
の
が
燒
汩 

に
水
的
の
も
の
で
あ
つ
て
效
果
は
望
め
ず
、
前
文
の
中
に
あ
る
機
な
十
五
.
， 

萬
兩
に
上
る
損
失
と
な
つ
た.。
玆
に
於
て
江
戸.に

米

會

所

の

設

立

.を

献

議 

:

し
た
。
 

.■:

. 

■ 

ン

.

.
-
 

「

近
年
打
續
米
價
下
直
ニ
通
、
世
上
一
統
融
通
不
宜
、
別
て
.f

a

㈣米
賣 

賈
筋
辨
理
不1 

且哉
、
豐
凶
共
兎
角
米
價
片
寄
候
儀
—
.て
、
當

時

ハ

値

段

引

立■
 

方
薄
く
、.其
上
米
渡
世
之
者
共
、
近
年
衰
微
仕
貿
持
米
等
致
し
候
力
無
御

.■

座
、
唯
日
用
之
寶
貢
已.

U.

て
、
相
場
高
>T
を

見

込

商

ひ

儀

者

無

御

座

候.
 

a

讨
、.
1,
1
ら
御
藏
三
需
切
米
渡
之
節
も
賈
進
ミ
，兼
候
趣
等
相
考
候
處
、

九
六
：

：(

九
六
六)

.

.全
く
賣
賈
自
由.二
相
成
#
候
故
、
人
氣
相
進
ミ
不
申
、
商

相

成

候

儀 

と
見
込
候4

付
、
去
，ル
申
年
中
米
寶
賈
仕
法
書
を
奴
て
愚
存
申
上
候
處
、 

河
岸
八
ヶ
町
米
仲
賈
共
百
貳
捻
人

」

»■
定
被
成
下
、
於
伊
勢
时
米
會
所
取 

.建
、
'壹
ヶ
年
ロ
顧
商
之
內
五
千
兩
抨
仲
賈
共
百
貳
拾
人

-I

て
千
貳
百
兩
冥 

加
上
金
奉
願
候
處
、
去
ル
鸥
ヰ0
爿
中
爲
御
ぽ
米#
所
五
ヶ
年
®

!

^

®
 

の
通
り
被
仰
付
、_

金
之
餞C

不
被
及
御
沙
塗
日
被
仰
腿
候
、
.
然
る
處 

當
時
相
瞻
ニ
胄
も̂

^
米
渡
世
の
者
共
、i

員
_

M
宜
相
㈤
⑩
■
ふロ 
ニ
て 

，
追

々

居

合

候

ハ
.V

、.
豐
M
の
節
米
價
片
寄
不
申
、
平
和
ニ
賣
賈
蔟
樣
可 

.相
成
か
と
奉
存T)

 

.

■■
、
 

■

.

.斯
樣
な
努
力
が
賈
は
れ
る
處
と
な
り
、
文
化
十
年
三
月
株
札
の
下
附
と 

な
り
、
次
で
同
年
四
月
に
米
會
所
も
伊
勢
町
に
設
立
を
見
る
に
至
つ
た
。 

(

、註
.一)

：「

撰

耍

永

久

錄

」
(

東
京
市
史
稿
.
市
街
篇
第
兰
十
四
四 

四
〇
頁)

',
.

.

:

.

.

•2
ニ)

. r

御
勘
定
所
書
留」

米
價
褂
起
立
之
事
、

.

(

驻
三)

’(

註
五)

「

御
■奉
公
筋
取
扱
候
手
續
奉
入
御
內
聽
候
書
附
寫

J. 

こ
れ
は
文
化
十
一
年
十
二
月
の
日
附
を
持
つ
杉
本
茂
十
郞
の
.
#類
•で 

'お
つ
て
、

そ
：の
苹
十

一
月
に'
 

十
組
掛
の
.
町
年
寄
樽
與
左
衞
門
が
自 

.
•殺
し
、
茂
十
郞'が
名
.實
共
に
十
組
の
實
權
を
握
る
際
の
提
出
書
で
ぁ.
 

V
.
-
.
る
0
'
.
. 

.

■

s

s「

草
間
伊
助
筆
記J

 

(

大
阪
市
史■

第
五)

.
•七

菱

埴

廻

*
_

株
仲
間
の
成
立
と
發
展 

文
化
十
年
三
月
廿
八
日
、
南
町
奉
行
所
に
於
い
て
菱
垣
廻
船
積
仲
間
六

十
五
組
、.午
九
百
九
十
五
入
に
株
武
が
锘..め
ら
れ
、.
.株
札
が
そ
の
銘
.々
に 

，下
附
さ
れ
.た
。
六
十
五
組
は
左
の
如
く
で
：あ
る。
：

. 

广 

文
化
度
、
十
組
冥
加
金
上
納
間
‘屋
各
前
帳
差
尚
候
分
パ

 

- 

:
塗
物
間
屋
兩
組 

打
'物

問

屋
.
_

藍

玉

問

唐

.

釘

、
、，鐵

、

銅

篇

屋

_

鹽

表

問

屋
;■
.下

り

糠

問

屋
..

錫

、
鉛

問

屋

V

船

具

問

屋

.

繪
具
、
.染
草
問
屋
，
 

線

香

間

屋

_ 

鰹
節
、
鹽
、
干

看

問

屋

竹.皮

問

屋

，

茶
.
間

屋

.'
,
*

江
州
、
.城

州

茶

問

屋,.
丸

合

組

小

間

物

問

屋

.

 

丸
合
組
針
問
屋 

' 

:丸
合
組
墨
、
，
筆
、
硯
問
屋
古
組 

丸
合
組
喜
勢
留
問
屋.
执
合
組
墨
、
筆
、
砚
問
屋
新
組'
.

.丸

合

組

扇

問

屋

 

扇

.問
：
屋

.
：
、

.

紅
自
粉
間
屋
.
.

:
丸

藤

間

屋

ー
.

草

履

問

屋

一

；

奥
州
筋
船
積
問
屋 

击

：手

問

'屋 

' 

:
:
菅
’笠

.：
問

屋
V

人
參
H
謹

渡

世
 

婼

飛

脚

問

屋.
.

菱
垣
跑
船
問
屋< :

■

蒙
垣
廻
船
沖
船
頭,

■

蕨

繩

問

康 

' 

多
葉
粉
問
屋' 

::

生
布
、
海
苔
、
苧
曆
,
切
問
屋 

.

r
リ
索
麵
問
屋.

.;
鋼
、
：
釜
問
屋.
：

苧

間

：

屋

 

善

油

、
齡

問

屋,

.
■
明轉
問屋
：

.

T
リ
傘
問
屋V 

綿

打

道

具

問

屋，
.：

.
，

大
坂
足
袋
商
人.
.■:
■
'
■
下
リ
I

問

屋

兩

組- 

,.
■
水

油

.仲

買
 

_ 

.
ベ

.丨
'

,,ノ

'

.•
畜

拾

六

駔'

-'

- 

:

文
化4

-
^

一
，
方

積

に

加

り

候

類

':

:
.興
■服
.間

屋

./
'

ン

.

.
:
本

綿

：間
‘屋

:,
y

，.
.
，

綿

：
問

'
唐
 

'

'眞

綿
.間
.蜃

;

-
へ

水

油

：間

屋

V
:
'

.
'■.
.，

.
獺

戸

物

問

犀
_

'

杉
本
茂
十
郞
の
研
究

色

油
.間

'
屋

■
,
.

下
リ
酒
間
屋 

下
リ
雪
踏
問
屋 

糸

問

.屋

''
'
_ 

:
蠟

.問

屋

-

:
干
鰯
魚
、/
軸
、
魚
油
問
屋

.藥

種

問

屋

兩

組
,
紙

.問

屋 

廻
船
下
リ
鹽
問
屋

r
ノ
盡
^
*
a
g
' 
、
通
町
顧
づ
間
物
諸
泡.
导

町

人

^
'
^
C

 

T
リ

鹽

介

買

卜

屋

.
内

店

紙

問.

屋

..
手

遊

問

屋

'
こ
れ
ら
の
仲
間
は
い
づ
れ
も
表
店
に
住
む
醫
.の
連
合
で
あ
づ
て
、
江

戶
全
域
に
瓦
つ
た
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
西
敵
す
る
と
思
は
れ
る

も
の
は
大
坂
の
廿
四
組
江
戶
積
間
屋
仲
間
で
あ
る
が
、
そ
の
人
數

6

三
百

四
十
七
入
に
す
ぎ
な
い
し
、
又
廿
四
紙
は
大
坂
の
商
取
m
の

.
一

筋

を

擔

當

す
る
問
屋
の
連
合
で
あ
る
に
反
し
、.江
戸
に
於
い
て
：は
上
方
下
り
の
商
品

取
引
が
大
手
で
あ
つ
た
が
ら
、
こ
の
^
屋
仲
間
の
連
合
の
江
戶
商
業
に
於

げ
る
重
要
性
は
旅.段
‘の
.差
が
あ
る
。

.

.

,
.:
.
又
株
札
が
下
附
さ
れ
た
と
い
ふ
事
に
'ょ
づ
て
內
容
的
に
ば
ど
ぅ
い
ふ
事

態
が
起
.つ
た
.が
と
 
一

K

へ
ば
、

そ
れ
は
_
渡
に
も
ぅ
た
わ
れ
て
あ
る
機
に

「

向
後
新
規
加
入
ハ
難

n

相
成I

候
。
萬
一
身
上
相
仕
舞
候
者
有
，
之
節
ハ
、

仲
ヶ
間
株
式
預
り
置
、
：
相
應
之
者
組
內

n.

而
見
立
、.
讓
請
相
願
候
樣
可
レ.

致」

.
と
て
新
競
爭
者
の
出
現
を
拒
み
、

r

彌
出
情
永
績」

'
致
す
べ
く
保
證

さ
れ
だ
事
に
'あ
る
。

株
札
の
獲
得
が
'な
け
れ
ば
其
仲
間
に
加
入
が
出
來

ず
V
.そ
の
業
務
を
雰
こ
と
が
出
來
な
い
。
.業
務
の
獨
占
を
は
つ
き
り
明

示
し
.て
ゐ
る
龙
の
.で
は
な
い
が
，
兎
角
江
戸
に
於
け
る
最
有
力
な
る
：

I
：

間

:
の
新
規
加
入
に
は
株
札
の
取
得
：な
け
れ
ば
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
霧
の
遂
行
を
政
府
が
仲
間
に
保
證
し
た
に
等
し
い
。

：

從
つ
て

•株
札
の
値
段
は.高
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
.嘉
永
度
問
屋
再
興
の
際
の
調
査

.

に
.ょ
れ
ば
、
，十
組
株
仲
間
當
時
の
下
り
廻
I

問

屋

.は

人

數

四

入

で

一

株

.
九

七

(

九

六

七

)



l!：i

'；
V.J
If；

ぎ

I
'こ;料

Ij * i
Vパ 
îl
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d
p
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*
ri
^
r
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-
,
r
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^
^
c
7
J
J
m
4

J-
n
^
.
^

'r
f

p
.
/
"
'
^
-
.
-
K

〒v
-

I:
.
•■
■
:
M 

.金

田

書

雜

靜

；.
>第
四
セ
七
卷(

'-
;
:
:
第

丸
•
.十
一
號
.■
■

.'

.
..
'■.
;
:

:

へ
：

.

ニ
、
，-*
一，千

兩

か

ら

s

干
兩
程
度
、i

問
屋
は 
一
+
入
で
一
'

.
木

綿

問

屋

の

內

大

傳

馬

町

組

一

1
.十
1
ー
人..ー
株
凡
そ
千
兩
の
高
値
が
ら
、
卞 

り
酒
問
屋
三
十
八
人
ゥ
水
汕
問
屋
二
十

1

人
、
紙
問
屋
四
十
七
人
、
‘下
り 

パ

一

十

'I

人

な

ど

は

一

株

五

百

兩

位

、
：
干

鰯

热

/

^|
魚

汕 

.

,

問
屋
十
五
人
、.«
户
物
問
屋
三
十
六
人
は.一S

一一
 
百
兩
罾
、
M
節
鹽
干
肴 

.間
屋
三
十
四
人
、
：
藍.

m

問

屋)
.
一

干

八

人

は
一㈱
ー
一百
兩
肖
、

:
髪
八
十
五
人
、
鹽
歲
問
屋
三
十
七
人
は
一
.株

百

雨

位

上

；
い

は

九

、
，
こ

の

株

.

を

抵

當

に「

時
之
繰
廻
し
大
小
共
、:其
株
目
當
に
_て
、
.：金
子
貸
借
融 

,
:v
.
»u"
e
す
る
事
が
出
來
た
。
間
屋
が
，株
札
を
獲
得
し
'、
#
間

が

雜

間

に

..な 

:
っ
..て
起
る
：重
大
さ
は
其
處
に
あ
：る
。
幕
府
の
保
證
と
融
資
力
の
增
汰
は
仲 

':
間
を
强
化
す
る
。
靠
仲
間
は
從
前
の
仲
間
規
定
を
改
め
て
再
確
認
し
、

.
■'
.
•.そ
れ
を
.幕
府
の
威
驚
を
楣
に
し
て
、
三
橋#
所
の
活
用
を
圖
り
っX
、
是 

《

が
非
で
も
實
行
に
移
し
、i

の
獨
占
を
强
カ
に
遂
行
せ
ん
と
慾
す
る
に 

:

至
る
。

..

.

■:
,
' 
'
.:
-

•

 

く 

•
■

:■
然
ら
ば
三
橋
會
所
の
方
の
成
果
は
ど
ぅ
で
あ
ら
■ぅ

か

。
.
.
.
著

々

成

功

を

收 

'

め
、
菱
垣
廻
船
自
體
と
し
て.も
文
化
.五
年
僅
か
三
十
八
艘
に
す
ぎ
な
か
づ 

た
船
數
を
、
文
化
七
年
秋
ま
で
に
八
十
艘
に
達
せ
し
め
た
。
' こ
の
成
果
は 

.

文
化
八
年
の
大
時
化
に
ょ
っ
て
破
船
す
る
も
の
七
艘
、
行
方
不
明
一
艘
、

:
:

荷
村
船
三
艘
と
、‘
.捨
り
f

丼
船
代
金
ル
積
金
四
萬
五
千
兩
餘
の
損
失
を 

乘
切
っ
て
の
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
ぅ
な
る
と
船
頭
に
ょ
る
秸
金
を
墦 

加
し
、
船

：一
艘
一
と
上
下
に
銀
ニ
百
目
^
差
出
す
も
の
.と
ず
る
と
、
船
八 

.

.十
艘
が
ー
年
四
闾
往̂

し
て
も
三
亩
|
ー
十
度
、.
.計
^

5 2
ハ
十
四
質
目
、
金 

に
直
す
と
千
六
百
六
兩
ー1分
銀
十
诩
と
計
算
さ
れ
た
。
そ
れ
に
年
七
分
の

九

八

(

九
六
八)

.刹
跃
を
保
證
^.
た
借
入
金
と
冥_
金
の
貧
下
げ
に
汰
っ
て
、，
會
所
はS
額 

の
資
金
を
擁
す
る
事
と
农
り
、
.

.

實
カ
の
と
も
な
ふ
事
業
を
遂
行
し
得
た
。

.

;
,か
\
る
間
、.
'三
橋
會
所
取
締
：の
役
に
あ
っ
た
樽
與̂B

門
は
金
子
の
使 

.ひ
込
み
.を
苦
に
し
て
文
化
十
一
年
十
一
月
自
殺
す
る
.や

、
.杉

本

茂

十

郞

の 

地
位
は
全
く
定
ま
り
、.會
所
の
實
權
は
元
よ
り
、
•町
年
寄
次
席
と
し
て
江 

戸
町
々
.に
君
臨
す
る
事.に
な
っ
た
。
市
民
の
落
首
に
れ

「

是
か
レ
は
も
ふ 

世
の
中
も
與
左
衞
門
、
杉
本
茂
十
郞
た
る
事
を
し
れ
。」

：

'

•

•/
，■.か

卜

る

三

橋

會

所

の

充

實

に

伴

ひ

ヽ

更

に

藥

垣

廻

船

の

積

荷

確

保

を

も 

强
權
を
以
て
制
せ
ん
と
企
て
る
に
茧
っ
た
。
そ
も
く
會
所
成
丸
の
商
接 

.の
動
機
は
砂
糖
問
屋.の
積
荷
協
定
違
反
に
あ
っ
た
.事
は
前
述
の
如
く
で
あ 

る
。.
砂
糖
が
完
全
に
榑
廻
船
に
，奪
は
れ
た
事
は
菱
垣
廻
船
の
下
た
積
#
物 

の
不
足
を
來
し
て
、
そ
の
奵
擊
は
深
刻
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
上
に
速
力
の 

早
さ
に
於
い
て
、
積
荷
の
手
續
の
簡
便
さ
に
於
い
て
樽
廻
船
が
優
っ
て
ゐ 

た
上
、.

尙
、.餘
剩
運
賃
の
割9[
な
ど
が
あ
っ
て
洩
擠
の
違
反
が
跡
を
斷
た 

'な
か
づ
た
'0
又
積
仲
間
の
成
立
に
よ
っ
て
十
組
問
屋
以
外
の
問
屋
が
菱
垣 

.廻
船
に
積
荷
す
名
時
は
十
組
仲
間
に
抓
入
す
る
と
云
ふ
の
で
な
く
と
も
、 

十
紙
の
作
法
、
仕
來
り
に
從
ふ
べ
き
で
あ
り
、
菱
垣
廻
船
稍
仲
間
の
一
負 

た
る
べ
.し
と
い
ふ
規
定
が
出
來
、
從
前
は
客
員
た
る
名
目
の
も
の
が
、
..法 

制
に
よ
り
强
制
加
入
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
も
.の
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
と 

.し
て
は
大
傳
爵
町
組
木
織
問
屋
仲
間
が
あ
る
。
セ
の
#

_
は
%;
#

九

年

十
 

組
創
始
の
折
％
加
入
の
交
涉
を
再
三
再
四
拒
ん
で
以
來
、
.商
品
運
送
に
は 

全
く
別
行
動
を
取
っ
て
ゐ
た
。
處
が
：享
和
元
年
協
定
成
っ
て
菱
垣
廻
船
の 

客
分
と
な
っ
た
が
、
其
後
の
.積
仲
間
の
强
化
は
客
分
的
存
在
を
認
め
ず
、

時
に
：は
强
權
を
以
て
同
調
を
强
い
た>
,r

當
時
ュ
而
は
三
橋
會
所
と
毕
所 

二
世
話
#
と
申
渚
居
候
而
、’や
X
も
す
れ
ば
太
物
店
二
も
大
行
事
役
ヲ
；可
，
 

爲
勤
候
：、
若
違
背
等
申
時
は
頭
取
よ
り
御
奉
行
樣
江
申
上
さ
せ
、御
奉
行
所 

儲
よ
^

^
仰
：̂

機
可
致
等
と
申
駡
り
、
■毎
度
私
共
仲
間
之
者
共
ヲ
热
レ 

爲
入
候
.

」

と
あ
る
樣
に
、
積
仲
間
に
對
し
て
反
感
を
い
だ
い
ズ
ゐ
た
。
斯 

儲
な
內
外
の
積
荷
の.危
機
を
囘
避
す
る
爲
に
と
ら
れ
た
手
段
は
、
菱
垣
廻 

船
一
方
積
の
强
行
を
官
歡
の
力
を
借
り.て
行
は
ん
と
し
た
。.
-i
l
lち

「

蒙
垣
.
 

廻
船
積
仲
間
名
目
御
免
相
成
候
處
、
，
下.タ
積
荷
物
''
.
水
油
、
#
糖
、
：
*
 

節

、
，
鹽

、
.
干
肴
、'乾
譲
樽
廻
船
べ
積
受
候
に
付
、
菱
垣
遲
送
不
辨
理
に
：
 

有

，
之

、

積

仲

間

名

目

難

ニ

相

立

1

候
に
付
"
其
以
來
m
續
蒙
垣
一
；
方
積
に.
 

.相
成
候
撤
壯
1

&
、
女
化
十
五
寅
年
中
永
田
傭
後
守
殿
御
勤
役
之
中
，、
品
.
 

々
申
立
&

然

：る

に

當

時

紀

州

の

日

高

、

富

田

、
：：
比

井

三

浦

の

.廻

船

は

樽 

廻
船
に
從
靥
の
形
と
な
っ
て
ゐ
た爲
、
紀
州
藩
か
ら
横
_
が
あ
っ
て
中
 々

實
规
出
來
な
か
.っ
た
。
紀
州
の
地
位
は
大
坂
よ
夕
江
戸
ま
で
悔
上
兰
亩
五 

十
里
の
ぅ
ち
、
.ー
，
ー百
里
は
紀
州
蕩
の
海
上
特
場
で
ぢ
った
か
ら
、
紀
州
藩 

を
籠
路
せ
ず
ん
ば
海
上
の
安
全
を
期
し
難
い
の
で
、
杉
本
茂
十
郎
は
姻
戚 

關
係
に
.あ
る
«
州
藩
用
達
豐
田
庄
兵
衞
を#.
介
に
.、'
.紀
州
三
ヶ
浦
の
M
I& 

の
蒙
垣
廻
船
.へ
の
合
體
計
聲
を
立
て
だ
。
然
る.に
.翌

文

政

一

一

年

突

：如

.、
：
茂
 

十
郞
の
失
脚
と
な
っ
た
の
で
、.そ
の
赞
現
は
後
年
に
敵
ら
れ
た
が
、
種
 々

の
^i

t

が
.あ
っ
て
茂
十
觝
の.甥
^
子
屋
^
兵
衞
ら
の
盡
カ
に
よ
り
、
紀
州 

家
の
庇
識
の
下
に
天
保
四
年
成
功
を
見b
°L
,

.

.

(

註
，一；

)

パ「

諸
色
調
類
集i,

大
火
p-
調

赛

木
桐

之

部
/
'

(

日
本
財
政
經
.
 

濟史料第七卷八六

1
九
頁)

、

衫

本

茂

十

郎

の

硏

究
•

.

，(

註
.ニ)
「

諸
問
屋
再
興
調」

(

前
同
九
五
頁

)

，(

註
三)

-1
-
十
組
問
屋
取
結
書」

(

前
同
第
三
卷
七
六
、
七八頁

y

 

' 

(

註四

)

：「

文

化

秘

筆«—
卷
ニ 

(

未
刊
隨
筆
百
稹
第
八

.
ご
土
四

- 5 

■V (

註
五)

，「

十
龃
と
太
物
店
古
來
ょ
り
掛
合
之
話
一
條
•

」
(

#

野
浦
ニ
縝 

大

傳

馬

町'
下

卷

仕
A
帳
：

一
一
一
七
頁

) 

.

:

(

註
六)

.

.

.

「

諸
色
調
類
集
1-
,
:

(

日
本
財
政
經
濟
史
料
.
第
七
卷
六
九
頁)

:
(

註
七
>

£
の
，
經

緯

は

澤

田

.
章

.「

十
耝
積
仲
間
の
夭
自
船
印
借
受
間
_ 

■
,

題
1-(

國
史
學
第
三
號
昭
和
五
年

-a：
月)

.
な
る
論
文
に
詳
し
い
。

:

八

杉

本

茂

十

郞

失

脚
.の

原

因

.

，藝

に

株

伸

腐

ば

出

來

る

、
.：
蒙

垣

廻

船

積

仲

間

の

强

化

は

著

々

實

を

結 

ぶ
と
い
ふ
こ
と
で
、
杉
本
茂
十
郞
の
地
位
は
先
ず
安
泰
で
、
茂
十
郎
自
身 

も
頭
取
の
隱
退
を
一
先
づ
思
と̂
ま
つ
た
の
は
、
杉
本
家
を
し
て
永
く
江 

戶
町
年
寄
^
準
ず
る
世
襲
家’に
す
る
野
..心
.を
抱
.い
た
が
爲
で
あ.っ
^i

。
然 

る
に
文
政
ニ
年
六
月
廿
五
日
、
.北
町
奉
行
榊
原
主
計
頭
忠
之
は
南
町
奉
行 

岩
瀬
伊
豫
守
氏
記
立
合
に
て、
突
如
茂
十
郞
の
町
ヸ
罾
次
席
、
町
奉
行
所
，
 

、
付

御

用

達

被

兔
^
十
議

取

取

放

の

仰

渡

扒

ぁ

っ

ち

卽

ぢ

：

V

「

其

方

儀

、

十

組

諸

問

屋

ょ

り

相

納

候

冥

加

上
金

萱

萬

It
.百
兩

、

'五

ヶ

年
 

，之

間

年

延

、
.

行

篇

共

ょ

り

申

立

候

~
:付

、

俱

々

相

願

候

處

、

去

寅

年

分
 

ハ

、
.
年

延

被

.
_
_成

7

候

.ュ

付

、
，
¥

速

組

々

.江

可

ュ

割

戾

ー

處

、

ヨ

橋

會

所

借
 

用

金

相

嵩

、
，
；
湾

方§
1

支

候

迚

、
'
其

方

幷

行

事

.と

も

其

外
相

談

之

上
、
右

之
 

方

江

返

濟

致

、：_1R

々

江

ハ

不

，ft
返

，

段

、

，
不JE
之

取

計

ュ

矹

、

あ

上

室

町
 

+

組

拜

領

屋

敷

地

代

金

氺

，

其

節

之

行

事

江

も

、

粗

々

江

も

不

，i

割

戾

I
:

九

九

(

九
六
九)
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三
©

學
會
雜
誌
.
.
.
.
.
.
.

第
.四
十
七
卷
'
第
九
.
.
•冲

號

.

.

.

'
惣
特
之
會
所
ニ
候
迪
、
.富
入
用
年
々
遣
拂
を
も
不 
>
1差

尖

行

事

共
^
 

計
a

任
置
候
段
、：
 

'頭
取
之
詮
も
無
.
之
、
' 

.
旁
吟
味
之
^

)

急

度

も

，可

ニ

串

' 

付1

處
、
宥
觅
を
以
町
奉
行
忖
御
用
達
十
組
頭
取
取
放J

 

同
時
に
伊
勢
町
米
會
所
及
び
.三
橋
會
所
は
差
留
め
ら
れ
、
そ

の

集

.加
金 

上
納
、
株
札
等
は
町
年
寄
に
引
繼
が
れ
た
。
：

以
上
の
文
面
で
判¥

る
と
、」
前
年
卽
ち
文
政
一

R

年
十
一
一
月
延
納
を
許 

.对
さ
れ
允
冥
加
金
賫
萬
ー
ー
百
兩
は
、
當
然
上
納
.せ
る
各
自
べ
割
戾
さ
る
ベ 

き
に
拘
ら
ず
、
三
橋# ;
所
の
遺
繰
忆
廻
し
た
こ
と
は
不
屆
で
あ
る
と
云
ふ 

の
が
一
つ
。
も
一
つ
は
室
町
拜
領
屋
敷
の
地
代
を
組
々
へ
割
返
さ
ず

、

# 

所
入
用
に
使
用
し
た
の
が
不JH
で
あ
る
と
い
ふ一
一

點
で
あ
る
f

そ
し
て
同 

時
に
廢
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
、.幕
府
の
米
M

上
策
に
協
力
を
命
ぜ
ら 

れ
た
三
橋
會
所
と
、
米
價
引
立
の
た
め
特
に
文
化
十
年
に
五
年
の
期
限
付 

で
設
立
さ
れ
、
文
政
冗
年
に
更
に
三
年
延
期
を
認
め
ら
れ
た
伊
勢
町
米
會 

.

所
で
あ
■る
と
'す
る
な
ら
ば
、
町
舉
行
が.不

當

と

見

做

し

た

冥

加

金

.の

遣
繰 

は
米
.に
關
し
た
事
に
あ
る
ら
し
い
。：
其
處
で
文
化
八
年
に
米
價
策
の
協
力 

.を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
努
カ
は
嘉
せ
ら
れ
で
株
札
下
附
の
恩
，典
.を
灰
た
え
ら
， 

れ
た
が
、
そ
.の
效
果
は
果
し
て
現
は
れ
た
で
あ
ら
ぅ
か
。
其
後
の
經
過
を 

概
說
し
て
茂
十
郞
失
脚
の
眞
相
を
判
斷
し
て
見
た
い
？

.

文
化
九
年
に
提
出
し
た
と
！

k

ふ

S

賣
M
a:
ま
S

と

い

ふ

も

，
の
.
の

內
 

容
は
、
.
い
ま
目
に
し
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
江
戸
に
大
坂
の
堂
^

の 

如
き
米
市
の
設
立
を
目
論
む
も
の
で
あ

つ
た
ら
ぅ事
は
爭

.え
な
い
と
思 

ふ
。，
文
化
九
年
に
は
大
坂
兩
替
商
升
屋
乎
右
衞
門
の
別
家
に
し
て
、
仙
臺 

辘
の
勝
手
方
た
り
し
升
屋
小
右
衞
門(

中
片
鐳
桃)

へ
も
江
戶
の
咪
價
對
策
1

一
〇

〇

(

九
七
〇)

■

の
方
法
を
幕
府
に
土
申
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

「

大
和
辨」

と
f

る
も
の 

.で

、
，
そ

：
の

內

容

は

、

江

戶

.は
1£
米
の
寶
賈
だ
け
あ
つ'て
切
手
米
、
.帳
合
米 

を
賣
資
す
る
.

^
が
な
い
.■か
ら
、
米
穀
相
場
に
^

が
な
い
事
を
說 

き
、
失

坂

の

如

き

書

場

の

創

設

を

カ

說

す

:

「

ホ
賣
賈
仕
ほ
ぎ
が 

こ
れ
：に
倣
つ
た
も.の
か
、
偶
然 
一
■
す
る
も
の
か
、
.f
eは
こ
れ
を
借
り
た 

も
.の
か
判
然
.と
レ
な
い
が
'
結
果
'か
ら
扃
る
，と
同
趣
旨
の
も
の
と
見
え 

る
。‘
か
べ
^
ズ
文
化
十
年
四
月
米
立
會
所
が
伊
勢
町
に
出
來
た
。
從
親
す 

る
：i
:
Mは
百
ニ
十
人
、
武
藏
集
を
建
米
と
し
、
諸
國
米
を
代
米
と
し
、

.
 

"時
々
そ
の
格
付
を
行
び
、
取m
期
月
を
六
十
日
と
し
、
期
月
二
十
五
日
に 

養
赁
卷
雙
方
ょ
り
銀
米
代
金
を.納
め
し
め
、
そ
の
日
ょ
"り
晴
雨
に
拘
ら
ず 

U

百
以
內
に
正
米
を
引
渡
し
、
若
く
は
一
ー
十
五
日
以
後
に
芷
米
相
場
を
以 

て
賣
埋
め
賈
戾
し
を
行
は
し.め
、
證
據
金
は
‘玄
米
百
汩
に
付
十
兩
を
寶
賈 

雙
方
ょ
り
徵
し
、
；
ロ
 

慕

(

三
十
五
石)

に
付
妾
五
分
五
厘
と 

定
め
て
立
會
を
始
め̂

と
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
仙
臺
、
水
戶
、
越
前
各
藩 

の
.米
立
會
所
が
そ
れ
ぐ
江
戶
藏
屋
敷
内
に
設
け
ら
れ
、
頓
に
米
賣
賈
が 

活

況

：を

呈

し

た
。

.
:

又
、
_米
^

:
立
0
爲
、
文
化
十
年
御
用
金.を
仰
付
け
ら
れ
た
が
、
文
化 

1
二
年
に
も
同
樣
の
趣
旨
の
下
にg
ff
l
金
.の

下

命

が

あ

つ

て

年

月

の

隔

り

が 

少
か
つ
た
の
で
、
募
金
は
困
難
を
極'め
た
が
、
總
額
十
七
萬
兩
の
內
、
.
六 

1

は
茂
十
郞
斡
旋
の
卞
に
十
組
問
屋
ょ.り
上
納
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
.一
.づ
は
文
化
八
年
-か
ら
十
組
が
大
坂
で
買
米
し
て
騷
動
を 

引
起
し
た
件
が
、
ま
だ.後
を
引
い
て
ゐ
た
。
こ
れ
が
生
命
取
り
の
.損
失
と 

な

づ

た

事

は

茂

十

郞

侧

の

，記

錄

：に

.r

极
龙
價
保
方
之
儀
者
、
大
坂
に
お
ゐ

て
切
手
米
賈
持
候
ハ
ぐ
、p

l

i

i

,
 米
商
人
空
米
賣
爲
致
間-i
t 

と
の
計
略
を
以
、
大
坂
江
手
热
し- ^
め
た
り
。
此
一
件
十
組
三
橋
會
所
滅 

却
せ
し
病
根
に
し
て
謂
あ
る
事
！
^

空
米
賣
貿
を
と
が
め
て
大
坂
の
米 

商
人
七
名
を
入
牢
せ
し
め.た
り
、
賈
戾
金
をi

し
た
り
し
て
、
兎
角
勝 

負
の
上
で
は
勝
っ
た
に
せ
，ょ
、0(
1

^
:©
如
く
江
戶
の
胄̂

損
金
と
併
せ
て
：
.
 

十
五
萬
兩
の
損
失
と
な
つ
て
ゐ
る
。
太
坂
侧
の
記
錄
：に
ょ
つ
て
も
、

'
其
後
.
 

:の
新
十
|-
|
米
賈
替
に
て
ー.石
に
付
凡
ニ
十
目
位
の
損
銀
で
あ
る
か
ら
、
.そ
の 

損

害

は

莫

大

で

あ

，る

と

述

べ

て

ゐ

^
°1
そ
の
遺
繰
に
は
隨
分
苦
勞
し
た
.事 

.で
あ
ら
う
。「

十
組
之
者
共
、
私
.の
取
爲
二
申
成
し
兎
角
と
浮
說
申
觸
し 

甚

迷

惑

仕

释

：
：
1

商
人
共
之
儀
：>1付
大
金
損
央
之
儀
相
^
.
割
合
出
金 

等
相
厭
_彼
楚
串
觸
し
候
儀"
是
非
も
i

座
次
第
と
奉
#

#y

殊

に

三
.
 

橋
會
所
の
資
金
.は

「

十
組
商
人
渚
勿
論
、.近
_
物

持

十

組

之

心

安

方

'へ
賴 

ミ
、
會
所
入
金
年
八
分
利
足
ヲ
寧
ミ
、
入
金
及
莫
大
之
高
相
成

J .

で
あ
っ 

た
か
ら
、
.

「

预
り
金
裂
人
出
方
出
訴
、
.
公
事
數
多
、
白
々
謎
姐
候

」

と
：
 

.あ
っ
て
、
こ
れ
が
茂
十
郞
失
脚.の原困の如く說くるが、.
事
 

寶
が
i
る
遺
繰
の
繰
廻
し
を
咎
め
た.の
が
仰
渡
の
文
章
で
あ
ら
う
。

:し
か
も
只
跟
に
そ
れ
の
み
にと
¥
ま
ら
ず
、
米
會
所
の̂

止
は
米
會
所
.、，
 

が
何
ら
江
戸
の
米
價
下
落
を
阻
止
す
る
に
役
免
た
ぬ
^
、
い
た
ず
ら
に#
.：,
-
 

害
.の
み
目
立
っ
た
：め
で
あ
ら
う
。
來
會
所
は
武
州
米
.を
.建

米

と

.す

る

芷

米 

取

引

で

あ

る

が

、
，
空

米

相

場

が

生

>
し
て
食
時
の
入
：々

の

昼.っ

い

た

事
.
 

は
、
天
保
十
ニ
年
九
見
町
奉
行
遠0|
左
衞
門
尉
ょ
り
水
野
忠
邦
べ
の
書
中-
 

に

「

文
化
年
中
伊
勢
町
ぺ
立
會
所
取
建̂
!納
金
仕
候
處
、
' 空
米
取
別
に
相 

聞
、
文
政
度
御
差.止
相
成
候
義
も
有
，
之
、

延
商
ひ
と
申
灘
聞
置
相
成
.
.

■

'.

.

:

杉
本
滓
十
郞
办
酕
衆
 

r
:,:
.

.

,

へ
-

ん
..：

'瞬
得
者
、
自
然
空
米
商
：ひ̂
後
、
內
々
は
伺
濟
之
樣
世
上
に
て
申
唱
、
是 

ま
で
自
然
と
不
正
之
取
和
仕
候
哉
に
も
被
レ
存
候

」

と
あ
る
に
ょ
つ
て
も 

窺
は
れ
る
。
 

.

.

.

-
杉
本
茂
十
郞
の
失
脚
、
三
撟
會
所
の
取
放
、
米
立
會
所
の
停
止
は
た
义

.
 

以
上
の
稱
々
た
る
事
柄
が
原
因
で
は
あ
る
ま
い
。
以
上
の
樣
な
事
.は
表
面 

に
.現

は

れ

た

弊

害

で
あ
る
に
せ
ょ
、
幕
府
の
米
價
政
策
協
力
の
，中
途
に
現 

.

は
れ
た
辻
襪
の
合
は
ざ
る
も
の
で
、
や
が
て
は
成
果
が
上
る
か
も
知
れ
な 

い
も
の
：で
あ
る
。
冥
加
金
の
延
納
の
許
可
も
、
^

#
rf
r
の
^
限
の
一一ー
ヶ
年 

延
期
も
、
茂
十
郞
失
脚
に.先
立
.っ
廣
か
半
年
の
文
政
！

R

年
の
事
'で
あ
る
。 

文
政
元
年
に
興
確
認
さ
れ
た
茂
十
郞.の
米
價
策
協
力
が
、.急

に

，
と̂'
め

を 

刺
ざ
れ
た
.の
.は
'北
町
奉
行
の
交
替
に'あ
る
で
あ
ら
ぅ
。
文
政

一

一
年
関
四
月 

.
永
田
芷
直
は
死
去
し
て
、_
原
忠
之
が
そ
の
跡
を
襲
ふ
た
。
北
町
奉
行
は 

十
組
問
屋
を
管
掌
す
る
町
奉
行
で
あ
る
。
新
任
榊
原
忠
之
は
茂
十
郞
の
米 

M
協
力
.の
不
成
功
に
毫
を
煮
し
て
斷
固
と¥
め
を
刺
し
た
の
で
あ
ら
ぅ。

.
 

米
價
下
落
、.物
ft
-
騰
貴
は
結
局
、
片
々
た
る
賈
米
や.米
#
所
の
設
立
位
で 

:

左
右
さ
れ
る
も
.の
で
なく
、：
米
價
掛
■の
石
橋
彌
兵
衞
の
文
化
一
一
年
か
ら
六 

年
に
か
け
て
の
成
功
も
買
米
努
力
の
結
果̂
な
く
、

.自
然
的
條
件
に
基 

き
、
從
っ
て
米
價
高
直
も̂
か
华
年
の
事
.で
又
も
や
下
落
が
初
ま
り
、
た 

ま
く
文
化
八
年
四
月
北
町
奉
行
小©
切
直
年
の
死
去
に
會
ひ
、
：
新
任
永 

田
茁
直
の
忌
避
に
會
っ
て
彌
兵
衞
は
同
年
六
月
觅
職
と
な
っ
た
。
時
に
杉 

本
茂
十
郞
は
大
坂
賈
米.に
手
を
っ
け
、
損
失
が
か
さ
み
っi
あ
っ
た
時
な 

0
で
周
章
狼
狽
、.'
そ
の
：對
策
に
狂
奔
し
た
が
、
永
田
正
直
の
後
援
を
得
て 

破
綻
す
る
こ
と
な
く-
益
々
字
を
擴
げ
た
が
、
文
化
が
ら
文
政
へ
か
け
て

し
.」

，'

'
5
,
1 

:

-

(

九
：七
，
一

)

■

:

;



三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
七
卷
第
九
•
十
號

の
各
地
の
米
作
豐
餸
は
米
傲
の
低
落
を
肖
然
の
勢
ひ
と
し
、
損
失
を
重
ね 

る
始
末
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
永
田
正
底
の
背
景
の
あ
る
內
は
安
泰
で
あ 

つ
た
が
、*
ー
度
倒
れ
る
や
、
も
ろ
く
も
潰
え
衣
つ
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら 

う
。

菜
茂
十
郞
の
失
脚
は
不JE
の
事
實
が
あ
.っ
た
と
.

1
K

ふ

の

：
で
.
は

な
 

く
、.石
橋
.
兵
衞
と
同
樣
、
米
價
に
關
す
る
政
治
的
變
化
に
原
因
す
る
と 

悤
は
れ
る
。
P
IE
忠
之
.の
米
價
に
毀
す
る
見
解
.は
茂
十
郞
失
脚
の
翌
七
月 

法
令
.に
な
っ
て
現
は
れ
た
。
そ
れ
に
ょ
れ
ば̂
^
の
引
下
げ
を
命
て
て、
.
 

.米
價
と
釣
合
は
せ
ょ
う
と
す
る
に
あ.る
。
卽
ぢ
.

.:「

近

年

米

廣H
i

 
二
候
處
、
諸
色
之
直
段
は
高
値‘-一
付
、
.
諸

人

及

難

陔 

，候
、
酒
酢
醬
汕
味
嚼
之
類
米
穀
を
以
造
出
し
候
品
は
勿
論
之
儀
、
其
餘
諸

.
 

色
と
も
米
穀
.を
一R

と
し
て
可
寶
出.道
理
候
處
、
米
之
直
段
は
下
直
ニ
候
得 

.共

、
，
諸

色

之

直

段

ハ

追

- A

引
上
、
不

窆

續

、
以
後
米
穀
之
直
段
ニ
准 

し
、.
可
成
史
諸
色
之
直
段
釘
下
ヶ»;
卑
4

?

"

'

.

,
,

(

眭

I
)

「

大
坂
#

屋
立
別
律
の
國
犀
獨
立
一
：件」

(

犬
垠
屋
茂
兵
衞
記
.，
 

' 

.
錄
の
う
ち) 

.

:

:

(

註
5
 

.
2
.
寶
錄」

(

東
京
市
史
稿
.市
街
篇
.
，第
.三

十

五

ニ
0

0

.

.

S
 

:

■

■
.

.

. 

.

.

.

.

.

;
.

(

E0
 
.

「

大
和
辨」

.は

「

夢
の
^

'.
卷
六
の
.
-
.

節

(

日
本
經
濟
叢
書
.

.

..

卷

ニ

十

五
H
六
一
丨
九
茛)

と
全
文
同
ー
で.あ
す
。
三
井
家
大
坂'

■

本
店
藉
蔵
本
に
‘ょ
れ
ば
ラ
大
和
辨
ら
は
文
化
ー
ー
年
に
書
七
た
ー
江
戶 

•

 

_

米
價
血
.液
不
通
.考j

並

に「

附
錄J.

と
共
に
文
化
九
年
七
月
公
.邊
へ 

.

內
密
に
#
上
げ
た
と
■あ
る
。
.

_

:s
四)

佐
野
善
作
著「

取
引
所
投
機
取
引
論」

'大
正
ニ
部
、
.
ー
モ
：.三

:

一
 

P
一

一

(

九
七
ー
ー)

頁) 

,

.

.

'

.

'(

註
五)

.：「

十
組
之
砂
.糖
問
屋
一
件
取
扱
ょ
り

頭
取
役
相
勤
候
始
末」 

(

前
揭)

-

0
.
5 

.草
間
直
方
著「

三
貨
圖
彙I

卷
.九

(

日
本
經
濟
叢
誉
卷
ニ 

,

十

八

:
一
 

九
九
頁〕

.

.
'
(
M

七
：

)
「

御
奉
公
筋
取
扱
候
手
續
泰
入
御
內
聽
候
書
附
寫J

 

.

'

S
八)

，「

市
政
薬
要
1-(

東
京
市
史
稿
港
灣
篇
.第
二

㈣

七
ニ
5

 

■•(

註
九)

'「

天
保
撰
要
類
集
1-
-
-十
乒

(

日
本
財
政
經
濟
史
料
第
三
卷 

■

.

.
:三
六
六
頁)

'

_

'
:

(

註
十)

'

高
柳
眞
三
、
石
井
.良
助
編

「

御
觸
書
天
保
集
成

」

下
六
六

s

o
 

:

,

:

九

；
杉

本

茂

十

郞

の

功

罪1

.

r

■:
.

文
政
ニ
年
六
月
廿
五
日
、
杉
本
茂
十
郞
病
氣
に
つ
.き
堤
彌
.三
郞
名
成
と 

■し
て
出
頭
し
、

町
奉
行
所
御
用
達
、.十
組
頭
谏
モ
職
の
勸
传
を
ぅ̂
、
ー

〕 

C

日
陰
者
と
相
成
、'三
田
の
豐
田
.二
か
く
ま
れ
候
。

」

堤
彌
三
郞
及
び
豐11
1 

皮
兵
衞
は
共
に
.三
田
に
住
居
し
、
紀
州
雜
の
御
用
達
で
あ
る
か
ら
、
失
脚 

後
の
茂
十
郞
は
紀
州
藤
の
庇
護
の
下
に
入
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
茂
十 

郞
失
脚
後
の
菱
谊
廻
船
立
直
し
が
、
茂
十
郞
の
甥
e
子
屋
佐
兵
衞
に
ょ
つ 

:て
、
紀
州
藩
の
援
助
忙
ょ
つて
行
は
れ
た
.の
は
、
蔭
か
ら
茂
十
账
の
盡
力
が 

あ

つ

た

の

.か'.%
知
れ
だ
い
が
、
こ
れ
は
憶
測
に
す
ぎ
な
い
'0

失
脚
後
の
茂 

十
郞
に
つ
い
て

は
何
ら
知
る
處
が
なく
、
そ
の
歿
年
す
ら

明
ら
か
で
な
い。
 

;

旣
揭
：の
如
く
杉
本
茂
十
郞
は
用
州
の
百
姓
の
息
子
で
、
定
飛
卿
問
屋
の

項

、
':.: 

'

.

.

舊
家
に
養
子
と
な
っ
て
以
來
、
破
產
に
頻
し
た
養
家
を
立
直
し
、
續

い

て

, 

- ■

へ、

.

'
： 

'

萣
飛
脚
問
屋
仲
間
の
甚
礎
裏
め
、
：更
に
は
江
戶
十
#i

：

間
の
立
役
者
‘と
へ 

::
:
-

:./
'
.;

■：な
り
、
米
賈
上
げ
に
よ
っ
て
町
奉
行
所
御
用
達
と
な
り
、
.
樽
興
左
顧
門
自 

.殺
後
は
江
戸
に
於
い

V

三
年
寄
以
上
の
權
力
を
持
っ
か
に
見.え
た
0
當
.時 

.

.:

の
言
葉
で
.运
え
ば
彗
星
の
如
く
出
現
し
た—1
出
來
&

.
で
あ
る
か
ら
、
こ
：

.れ
を
中
心
と
し
た
記
述
や
文
學
が
あ
；っ
て
い
\
と
思
は
れ
る
。.
事
實
あ
る 

,

に
は
あ
っ
た
。
T

I
赏
十
郞
興
起
十
組
抄

」

の
一
部
は「

感
服
新
話1 

' 

'と
稱
す
る
も
の\

ー
.節
で
あ
る
ら
し
く
、

亦

こ̂

で
多
く
則
用
さ
れ
た.
 

へ'

:.
.

「

太
坂
屋
茂
兵
衞
記
錄

1

も
一R

大

坂

屋

の

奉

公

人

で

あ

.っ

た

山

田

屋

八

左 

,
,

,

.
衞
門
の
店
預
人
利
助
と
い
ふ
者
が
書
き
綴
：っ
た
も
の
の
一
部
ら
し
い
。
又
： 

l
-f
:

,:

:
同
書
に
よ
れ
ば
東
作
子
と
云
ふ
人
が
茂
十
郞
の
顚
末
を
詳
し
く
賓
い
た
由 

一
.

’ 

•を
記
し
て
ゐ
續
s

kる
に
版
本
に
至
っ
て
は
寬
政̂
に
.時

^

諷

刺

の

處

罸 

,

,

が
あ
.っ
t
こ
と
が
：利
い
た
の
か
、
殆
ん
ど
村
料
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
恐
ら 

■
く
事
件
は
幕
府
と
紀
州
蕩
と
三.擺

會

所

と

の

關

係

が
'か
ら
ま
り
、
そ
れ
に 

..
手
を
觸
れ
る
.事
.を
時
'の
.文
化
-
<が
恐
れ
た
の
.で
あ
ら
ぅ
。
— 1
太
坂
屋
茂
兵 

: 

'
.
衞

記

錄
,*
—
で
も
失
脚
前
後.の
事
情
は
憚
か
る.所
が
あ
る
ら
し
く「

ロ
傳」

.
 

と
あ
る
の
み
で
あ
る
？
今
と
な
っ
て
は
寫
本
で
町
人
間
に
祕
密
に
讀
ま
れ
：

.

.た
も
の
、
例
へ
ば.「

感

服

霞」

：.の
全
篇
と
.が
、

東

作

子

の

該

著

述

.と
か 

」

の
發
見
が
期
待
さ
れ
る
の
：み
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
落
首
、：
爐
譚
、
戯 

|

■

文
の
類
は
當
時
流
行
の
も
の
で
あ
っ
た̂け
に
數
多
く
發
見
さ
れ
る
。
文 

I

字
の
上
で
發
言
の
自
由
を
失
っ
た
市
民
は
こ
れ
に
よ
っ
て
僅
か
に
欝
憤
を
，
 

は
ら
し
て
ゐ
た
と1K

ふ
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。

I
;

:
'

:

.

「

文
化
十
酉
年
秋
之
時
、
日
本
橋
よ
り
西
の
方
に
當
り
接
敷
猛
獸
彩
の
も

r

 

< • 

'

杉
本
茂
十
郞
の
研
究

.
と
に
.出
て
人
民
を
惱
す
。
此
獸
金
銀
を
見
て
笑
ひ
を
生
じ
、
来
穀
の
下
直 

V

を
嫌
ひ
、
不
作
飢
饉
な
ら
ん
事
を
悅
び
、
又
身
輕
く
し
て
飛
脚
の
如
く
、

.

故
に
身
を
重
く.せ
ん
と
欲
し
て
人
の
骨
を
喰
ふ
、
又
汕
汗
を
絞
り
だ
る
人 

..
の
財
を
ね
ら
ぅ
、，
此
者
天
下
の
城
下
に
は
ひ
こ
る
時
は
江
民
の
愁
ひ
大
方 

;
-
な
ら
ず
、
昔
の
由
井
丸
橋
の

H

ミ
に
も
ひ
と
し
か
ら
ん
、
は
や
く
智II
の 

武
士
退
治
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず

」
「

取
立
が
餘
り
杉
本
茂
十
郎
、
た 

ノ

ら

.ぬ
顔
し
て
樽
與
左
衞
門： 

3

,

,

楠
の
頃
は
杉
本
な
き
男
、.泣
.せ
男
は
今
の
杉̂

T

は
文
化
十
年
茂
十
郎
全 

.

.

.盛
の
時
の
.戯
惡
言
で
.あ
る
。

一

「

文
政
ー

ー

卯

年

角

カ

取

組
ノ

：

：

 

‘

.

.蒙
i

l

_

i

,

_

 

m

l
茂

ナ

，

郎 

•

■
.

■'
:

'

'

卷

へ

添V

十

左

衞

門'
 

へ

杉

冗
.
.
'指
帯
：へ西河

^

へ

米

會

所

へ

豐

田

叱
.
.

.
V

尻

割

：

I

驚
キ
' 

\

板
圍
ヒ
' 

\引

拂
' 

1
A佛
荽 

‘

り
へ
岡
崎'
:ベ

米

相

場

へ

1

-
■

■
k

涙

川

.V

四
斗
下
リ
\
大
手
柄r

先
脚
を
角
力
.の
取
組
に
も
ぢ
っ
た
も
の
で
、
少
し
く
註
を
加
へ
れ
ば
十
左 

衞
門
は
岡
崎
姓
で111

橋
會
所
^

!
所

掛

名

主

、
.
®
河

岸

は

三

橋

會

所

々

在 

地
、
_
山
は
勿
論
_
原
忠
之
で
あ
る
。
戯
文.の
性
質
上
、
す
べ
て
が
茂
十.
 

郎
の
仕
事
に
け
ち
を
っ
け
て
ゐ
る
。
失
脚
に
は
槪
ね
手
を
伯
っ
て
榊
原
の 

.

や
り
ロ
を
善
政
と
讃
め
た\-
ぇ
.て
ゐ
る
，
。

何

故

江

戸

の

市

民

に

茂

十

郎

.が 

.不
人
氣
で
あ
っ
た
か
、
江
戸
の
商
業
仲
間
に
獨
占
を
導
き
入
れ
て
、
そ
の 

.#
續
を
强
化
し
た
功
績
を
當
時
の
市
民
が
何
故
認
め
な
か
っ
た
か
を
、
考

1、0

三

(

九
七
三)



三
田
^

^
雜
m

第
四
十
七
卷
第
九
•十
猇

1

0
四

(

九
七
四

)

.え
て
見
た
い
。
：

. 

.

,

ー
，
っ

に

は

茂

十

郞

の

態

度

の

1

な
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。.
彼
の
成
功
は 

1官
權
と
結
托
し.て
喁
カ
に
相
手
をf

せ
し
'め
た
.に
あ
る
？
立
向
ふ
相
手 

ぼ
僧
ま
ざ
る
味
な
か
っ
た
。
文
化
六
年
木
！

に
冥
加
金
上
納
を
談
合 

す
る
時
の
.横
機
は
次
め
文
に.詳
し
い
。T

三
問
屋
寒
內
に
X
杉
本
宅
へ
罷
_
 

.越
住
居
を
見
し
所
、_
帶
な
ら
ぬ
構
な
り
、
.
_
問
者
十
組
橋
會
所
と
答
だ 

り
、
M
人
共
に
.異
！

I

に
®
ゆ
、
又
杉
本
茂
十
郎
と
云
者
何
も
の.な

り

哉

：、 

今
日
之
只
今
迄
知
ざ
り
し
處
、
其
面
を
見
れ
ば
太
坂
屋
茂
兵
衞
也
、
又
異 

.機
に
思
ぶ
•事

尤

至

極

、

杉

本

斑

十

郞

前

卷

に

書

寫

：し

置

所

之

®
兀
錄
壹
卷
'
 

を
ょ
み
聞
せ
、■■
■且
爲
レ
讀
、

翼
意
味
を
以
て
利
解
を
盡.し
、
■
冥

加

上

納 

可
レ
致
旨
'を
進
る
こ
と
、̂
も
一
：向
宗
門
の
俗
僧
自
己
自
院
暮
し
之
爲
を
私
'
 

•し
、
彌
陀
及
親
戀
報
恩
謝
德
を
事
に
し
て
、

.

收

納

を

虐

る

が

如

し

…

：
，
俗 

に

所

明

强

後

だ

て

は

樽

與

左

衞

門

故

、
■
町
人
之
分
後
難U
 

レ
恐
者
更
に
有
べ
か
ら
ず
、
免
の
入
杉
本
を
唱
し
て
毛
充
碑
と
：い
へ
り

」

八 

戯

文

に「

面
如
人
間
、
頭
髮
亂
、.胴
體
如
狼
、
卞
腹
無
毛
、
額—I

I
 
ノ 

四
字
頂r

四
足
狐
狸
、
至
爪
長
し
、
又
蹴
爪
有
テ
下
ヲ
突
落
ス
、
尻
浑

J
y

 

ム
：シ
ノ
ゴ
ト
ク
、
金
銀
有
人
を
指
す
鳴
聲
、
御
冥
加
御
用
金
く
卜

^

j

 

老
中
、
寺
社
奉
行
、
町
奉
行
、
勘
定
奉
行.の

威

光

を

笠

に

き

て

、
.
御

國

恩 

に
む
く
ゆ
る
爲
とiK

ふ
と
き
は
微
用
金
も
集
ま
ら
ざ
る
は
な
か
.つ
た
。
同
：
.
 

時
に
官
權
'
上
役
に
對
し
て
は
追
從*
賄
賂
は
.當
然
の
こ
と
で
、
東
里
3
 

人
作
文
政
元
年
版.

「

馬
鹿
渚
盡」

に
上
に
へ
っ
.ら
ふ
者
を「

一
寸
双
^

も
： 

へ
.い」

と
あ
る
は
、
或
は
茂
十
郞
を
諷
し
た
の
かも
^
れ
な
い
。

江
戸
十
組
仲
間
の
獨
占
に
對
し
て
江
戸
市
民
■の
態
度
も
冷
淡
で

あ
る
。_'

.菱
垣
週
船
積
仲
間0

成
立
：に
よ
っ
て
株
札
を
う
け
た
渚
は
千
九
百
九
十
五
.
 

,

人
で
、
：
一
人.の
^

^
で
數
㈱
を

持

つ

て

ゐ

る

考

か
.あ
る
か
ら
、
眯
數
に
す 

る
と
千
二
百
七
十̂

で
あ
る
。
江
戸
町
人
一
の
籠
數
は
町
奉
行
調
查
に
よ
る 

.と
天
保
三
年
十
四
萬
ニ
千—*1

百
十
五
籠
と
な
り
、
十
七
年
前
の
こ
と
で
ぁ 

る
か
ら
內
端
に
考.へ
て
.も
、
利
益
を
受
る
者
の
如
何
に
少
い■範
圍
だ
か ̂

解
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
株
仲
間
の
：加
入
者
は
所
謂
大
問
屋
で
あ
っ
て
、
犬

.
 

問
屋
の
卸
賣
獨
占
が
こ
れ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
事
に
な
る
。
兎
角
冥
加 

上
金
の
反
對
給
付
と
し
て
の
獨
占
で
あ
る
か
ら
、

：

そ
の
確
保
に
は
'や
っ
き 

.
と
な
り
、
小
賣
にし
て
時
に
卸
も
.す
る
樣
な
中
小
商
人
に
は
い
た
ず
ら
に 

壓
迫
感
.の
み
抱
か
せ
ら
れ
た̂

で
あ
^
う

。

市

民

.が

玲

眼

視

す

る

一

っ

の 

理
由
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。

, 

'更
に
獨
占
の
確
立
に
拌
ふ
紛
爭
の
激
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
何
と
一

K

っ
て 

も
急
に
.獨
占
が
链
め
ら
れ
、
從
前
の
商
習
慣
を
認
め
ま
い
と
す
る
の
で
あ 

.る
か
ら
、.紛
爭
が
起
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
問
屋
共
は
立
合
所
と
唱
へ
.る 

も
.：の

を

作

り

、

江

戸

へ

入

込

む

商

品

を

調

べ

、

.
株
仲
間
以
外
のf

は
取 

押C

訴

訟

が

絕

：
へ
な
か
っ

I
。

こ
れ
は
仲
間
外
の
商
人
と
の
爭
で
あ
る 

.が
、
積
仲
間
内
部
に
も
殺
爭
が
起
っ
た0
例
へ
ば
從
前
、
あ
る
仲
間
の
下 

組
で
あ
っ
た
も
の
が
、.冥
加
余
上
納
し
て
獨
.立
の
仲
間
と
し
て
認
め
ら
れ 

.、た

場

合

、

親
組
と
一
兀
下
組
の

■仲
間
と
の
荷
受
品
は
厲
々
重
複
す
る
。
文
化 

十I

年
八
月
、
丸
合
組
富
世
留
問
屋.は
一R

の
親
組
た
る
通
町
組
內
店
組
小 

間
物
諸
色
問
屋
が
煙
管
を
も
仕
入
を
す
る
と

1
K

っ
て
十
組
頭
取
へ
訴
へm 

.

.た
。
そ
の
申
分.と
す
る
處
は「

酉
年
四
月
ホ
き
せ
る
株
札
右
仲
間
拾
威
人 

銘
々
頂
戴
仕
候
-一：
付

、

き

せ

る

一

式

之

儀

ハ

、
右

組

內

-一
而
取
締
致
度
、
左

ね ：

樣
無
之
候
得
ハ
御
觸
不
及
申
、
：

.御
法
度
之
品
等
相
調
候
二
双
萬
事
行'
 

'屆
兼
、
當
時
之
振
合—而
ハ
仕
入
方
ロ
々
ュ
御̂

^
双
、
御
法
度
之
品
穿'
 

P :
茂
行
屆
不
申
、
誠
問
屋
之
趣
意
相.立ー$

候
二
付
、
小
間
物
諸
色
問
屋.
 

:
1而
引
靖
候
き
せ
る
一
式
之
儀
者
き
せ
る
問
屋
方
江
法
文
受
取
、
上
方
表 

江
申
遣
し
、
き
せ
る
問
屋
名
前.を
以
荷
物
積
取
、
相
調
候
上
二
而
夫
々
：江 

差
送
り
申
度
趣
御
願
串
上
候
。

i

'
こ
れ
に
，
對

し

て

小

間

物

諸

色

問

屋

は

冥 

加
上
納
の
'際

のT

直
請
之
品
々
書
上」

の
中
に
煙
管
は
あ
り
、

昔
ょ
り 

「

1

之
商
賣
h-
を
營
ん
で
，ゐ
た
か
ら.
1
'品
に
て
4-
仕

入

：を

_

ず

る

蓽

は 

出
來
な
：い
と
主
張
し
ぢ°±
ー

ぎ

る

事

は

，
親

組

、

下

組

の

み

の

#'
柄

で

な
 

く
、
：
他
組
と
の
間
に
も
仕
入
商
品
の
重
複
は
.あ
り
得
る
事
で
あ.つ
て
、
各 

々
が
强
く
獨
‘占
.を
主
張
す
.る
時
、
そ
の
調
停
和
解
は.屈
難
な
も
の
で
あ
.っ 

'た
ら
ぅ
。.
叉
商
品
荷
受
の
奮
は
ひ
上
り
立
合
所
を
設

t

て
、■.江
^
に
着 

.
い
た
商
品
を
檢
蜜
す
る
ば
か.り
で
な
く
、.生
.議

•の

荷

主

：に

對

し

て

も

積 

極
的
に
働
き
か
け
が
行
は
れ
た
。
江
戶
表
吳
服
問
屋
■

「

株
札
五
拾
五
軒
の 

外

、
組

外

江

独
！®

致
候
者
其
以
後
仲
間

一:

同
申
合
決
て
！̂

致
間
細
候 

旨
、
今
度
店
々
ょ
り
被
申
渡
候,-
'
は
文
化
十
年
八
王
乎
織̂t

；

賈
へ
の
通
.
 

告
で
あ
つ
た
-°
同
樣
の
こ
と
は
越
後
十
日
町
の
縮
仲
賈
に
も
通
達
さ
れ
.、

,

 

同
地
の
仲
賈
'は
結
束
し
.て
反
對
し
、
紛
爭
は
永
く
天
保®

ま

で

續

い

'て

.(

铊
十
五

〕

■

:

ゐ
る
。

.

以
上
の
_
な
_
1|
©
に
.ょ
っ
て
茂
十
郞
に‘對

す

る

市

聆

の

.世

評

は

散

 々

で
あ
る
が
、
感
謝
さ
れ
た
文
章
も
無
く
は
な
い
。
永
代
橋
、
大
橋
、

.
'
.
ft
大 

-
橋
は
是
彭
愛
負
人
制
度
で
あ
っ
た
爲
、
，

.武

士

醫

者

出

家

神

、王

の

外

は

渡

錢 

一
一:^
を
取
ら
れ
て
ゐ
た
し
、

橋
の
掛
替.へ
な
、ど
迅
速
に
行.は
.れ
な
か
つ
，

杉
本
茂
十
郞
の
r̂
f
究

た
。
然

る

に「

當
時
顔
ひ
人
あ
如
て
以
來
海
船
江
戸
入
の
荷
物
大
小
に
よ 

り
、

一
個
に
付
水
揚
運
上
：い
か
ば
か
り
づ
、

取
：，

之
を
御
免
あ
ら
ば
、

右 

の
三
大
橋
の
掛
更
は
 <

ム

儀

は

申

上

る

に

及

ば

ず

：

町
人
百
姓
よ
り
錢
ー
ー
文 

' 

.づ
、
取
と
.と
な
く
、.
破
損
以
前
に
掛
か
べ
可
ぃ
仕
と
願
ひ
ま
ぅ
し
X
が
ば
、

•
御
設
議
の
上
、
そ
の
願
ひ
に
任
せ
給
ひ
し
とぞ
、
こ

は

遠

か

ら

ぬ

事

に

.
て 

只
今
四
十
前
後
の
人
は
よ
く
知
り
た
る
も
あ
ら
ん
を
、
遠
き
さ
か
ひ
の
人 

の
爲
\
又
は
わ
か
ぅ
ま
ご
ら
の
こ
土0
得
に
も
な
ら
ん
か
と
へ
て
、

そ

^
ろ 

に
し
る
し
て
み
づ
か
ら
警
め
、
且
人.を
も
い
ま
し
む
る
も
の
他

」

は
三
橋 

.
會
所
の
事
業
を
指
す
も
の
で
あ
ら
ぅ
。

，(

註
'

1
)
.
「

重
#
錄J
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東
京
市
史
稿
.'
市
街
篇
第
三
十
五
ニ

0

0 

;

.
K
v 

.

. 

V .ノ 

： 

.
■
. 

.

. 

‘

:

(

註
5
:
.
1
"
藤
岡
犀
日
記」

コ1(

東
京
都
政
史
料
館
廣

)

.

.

(

註
三)

~1
大
坂
崖
茂
兵
衞
記
錄

J 

'に
•よ
れ
ば
杉
本
家
の
菩
提
寺
は
本 

•

:

所
の
法
恩
寺
で
あ
る
が
、
同
寺
は
古
い
過
去
帳
を
失
つ
て
.古
い
事
は 

:
判
ら
な
"い
。
茂
十
郎
の
實
家
の
子
孫
は
山
梨
縣
東
八
代
郡
錦
生
村
夏 

:

目
の
序
松
莊
榮
氏
で
あ
る.
0同
家
に
は
前
記
：茂
十
郎
の
書
翰
二
通
の 

.V.

外
、.：：

遺
品
若
千
於
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
，中
に
茂
十
部
が
作
つ
た 

位
牌
を
入
.れ
る
窬
が
あ
り
、
そ
の
.裏
面
に
は
次
の
樣
な
文
が
刻
ま
れ 

h 
.

,
て
あ
る
0
.
. 

•

...

:

「

杉
.本
孟
.骓
ハ
.通

稱

茂

，
重

郞

、

.甲
斐
八
代
夏
自
產
也
、
始
祖
平
松
佐 

ノ
五
右
.衞
門
世
業
農
、
，.其
爲
嗣
者
襲
：其
名
：稱

、

佐
五
.右
衞
鬥
五
世
孫
佐 

•

五
.有
衞
門
有
三
男
十
女
、
.乃
孟
.骓
其
季
也
、
少
來
衆
都
、
時
有
杉
本
.

 

氏
者
焉
、
其
先
杉
本
茂
兵
衞
寬
永
元
年
承
府
朝
之
命
、
爲
京
師
大
坂

.

.

.

.

.

.

■
■
1
.
Q
'

五
-
■
.(

九
.七
五
.

)

.h
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"

兩
都
急
脚
儈
、
世
々
相
績
殆
ニ
百
年̂
、
八
世
之
孫
茂
兵
衞
以
盃
雅.
' 

.

.

/

'

爲
赘
配
仲
女
以
爲
嗣
、
孟
骓
爲
人
高
邁
敏
達
、
名
聞
竟
達
府
朝
遂
命
市

.

■:
'

'長
賜
月
俸
、
酒
譲
兩
都
急
脚
儈
杉
本
氏.男
孟
雅
妻
弟
直
和
、
.孟
雅
則

.

:
專
周
旋
於
南
北
献
尹
之
延
而
就
嚷
指
撣
、
：屢
有
功
於
經
濟
考
、
..
:
'
.
.
今
敍
-.
'
:
: 

:

文
化
十
三
年
當
本
家
始
祖
：ーー
.百
年
,-
>
'乃
孟
雅
本
家
宗
族
相
議
謀
、
：

:

…

因
造
列
祖
主
脾
安
堵
翕
暢
追
遼
之
意.庶
幾
、.
子
々
孫
々
崇
尊
禮
拜 

'

.

不
怠
是
祈
爾 j

:
'
:
:

::
.
•■
,
.

■

'

.

.

.:
前
記
臀
翰
の
苑
.名
や
.家
曆
等
'に
小
宮
山
她
を
名
乘
っ
て
-1
'
.る
.に
拘
ら 

';
■

.ず
ハ
こ
の
籥
'に
は
平
松
姓
で
あ
り
、
現
在
も
平
松
を
襲
.ぅ
.，て
.
.い
^

の

：
 

.は
、
：茂
十
郞
が
‘出
世
を
し
た
.後
に
家
格
：の
良
1'
:
家

の

株

を

買

っ

た

か
''
.
: 

し
て
改
姓
し
た
も
の
と
見
ぇ
石
0
同
家
に
は
文
政
.元
年
贫
都
の
大
エ 

:

.の
，
設

身

に

：
な

る

.晨
敷
圖
が.あ
る
0
ど

れ

は

翌

年

茂

十

抓

，失
脚
の
た
め 

,
.
:
實

現

を

見̂

か
.つ
.た

も

め

：
で
，
あ

る

が

.
、

'

出
自
.を
良
.く
.す
る
爲
エ
，作

す.

,
る

處

が

あ

つ
た
ら
し
い
。

元
か
は
十
組
取
結
書
に
あ
る
.

「
革
而
幽
に

.暮
し
罷
在
候」

.瓦
姓
の
#

で
あ
つた
ら

し

.い。

.、，

 

'

: 

'
 

.

,
 

■■■
 

■
 

.
 

• . 

•-..
..-.

_ 

S

四)
.「

寶
曆
現
來
集J

卷

六

十

六(

近
世
.風
俗
見
聞
集
第
三 

•'
H
四
三
頁)

.

.

.

 

'
I
.■ 

,

.

h

§

:
東
作
子
と
沄
ぅ
：は

ニ

代

目

平

秧

東

作

:(

文
政
八
年
残)

'の
事 

か
。

來
作
は
鈴
木
光
村
と
耷
ひ
、
：豐
島
村
紀
州
明
神
.の
神
主
と
沄
.

.

J

紀
例
.明
神
と
云
ぅ
の
て
聯
想
す
る
の
で
あ
る
。
.
.

(

驻
六)

「

胄

談

文
集々
^」

〈

珍
書
刊

行
會
叢I

日

第
三
#

 

.
一
一
一
八
.

_

:
頁

、

ニ

ニ

因

頁
>

 

•

(

註

七)
「

文

化

祕

筆1-
卷
二1

(

未

刊

隨

筆

西

種.第

八

三

六1

丨

.

一
0
六

(

九

七

六〕

V

 

:1

一
直)

.

.

,

(

註

八)
「

杉

木

茂

十

郎

興

起

、十

組

杪

」
(

前

揭

ー

ー

八

—

九
頁)

'

(

註
九)

：.「

街

談

文

々

、集

要

j

 

(

前

掲
.11

ニ
五
頁)

•

:

.

.
-

(

驻
十)

.「

十
組
問
屋
取
結
書」

(

前

掲
'
一—五
四
頁)

..

'
.

(

驻
.十
.一.

)

幸
田
成
友
著「

江
.戶
の
町
人
の
人
口」

ハ
社
會
經
濟
史
學 

•;
'

,-
/\
卷
.ー
號
.
昭
和
十
：三
年
四
月>

.

.,

■(

註
十
一0

T

諸
色
調
類
集J (

日
本
財
政
經
濟
史
料
第
七
後
七
四
頁

) 

,

' (

註
十
三)

；「

煙

管

：
一
件.-

1

付
頭
取
江
差
出
候
書
面
控

J
.(

東
京
都
政
史 

::■
料
館
藏y

へ

：
.
.
.

(

註
十
四)

1H
田
健一

郞

著
.

「

近
#:
八

王

子

織

物

業

の

發

展

と

農

村

の 

商
人
層J 

.

(

早
稻
田
政
治
經
濟
學
雜
誌'
一
二
. ニ
號
昭
和
廿
八
年

/'
九
月
、1

六
◦
頁)

.'

:
.

(

註
十
洱)

：

西
脇
新
次
部
著「

小
千
谷
縮
布
史」

昭
和
十
年
五
月
.
 

V

C
註
十
六)

瀧
澤
馬
琴
撰「

兎
園
小
說
餘
錄」

/
第
ー
ハ
^
燕
石十
種 

第

四

三

九

九—

.四
〇
〇
頁)

» 

• 

•
• 

- 

. 

•

,:
;

十
：：

天
保
改
苹
へ
の
道
程

• 
'

菱
垣
廻
船
積
仲
間
は
そ
の
親
模
に
於
い
て
、
そ
し
て
幕
莳
を
背
景
と
.す 

る
そ
の
內
容
に
於
い
て
、
商
業
仲
間
が
封
建
制
度
内
で
到
り
著
く
最
高
の 

段
階
で
あ
っ
た
と
一
.

K

ベ
ょ
ぅ
。
株
仲
間
の
成
立
は
前
述
の
機
に
冥
加
金
の 

.
上
納
、
米
價
政
策
ぺ.の
協
力
の
反
對
給
付
で
あ
っ
た
が
、
株
仲
間
成
立
と 

同
時
に
今
度
は
幕
府
公
認
と
云
ふ
特
權
を
笠
に
き
て
、
^
㈱
^
の
中
小
商 

人
や
取
引
相
手
に.防
き
直
る
。
そ
こ
に
多
く
の
紛
爭
が
起
る
。
そ
し
て
粉

爭
の
激
化
は
益
.々
官
權
と
の
關
係
を
密
接
に
し
て
：相
手
に
向
は
ん
と

す 

る
。
從
っ
て
株
仲
間
成
立
以
後
と
雖
も
米
價
協
力
の
存
續
、
：貢
米
資
金
の 

,

上
納
な
ど
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
獨
り
幕
府
ば
か
り
で
な
く
、
必
要 

と
あ
ら
ば
大
名
と
手
を
握
る#
も
い
.と
.は
な
い
。
商
人
の
仲
間
と
官
權
と 

の
交
涉
が
こ
の
時
ょ
り
搔
し
き
は
無
い
と
沄
へ
ょ
う
。
官
權
の
權
力
を
利 

用
し
て
商
櫸
の
擴
張
を
圖
ら
う
と
し
た
株
仲
間
は
..
然
ら
ば
成
功
し
た
で 

，あ
ら
う
か
。
當
初
だ
く
ら
ん
だ
獨
占
は
甚
だ
不
充
分
に
し
か
行
は
れ
众
い

o
 

多
く
の
紛
爭
は
そ0'
儘
持
ち
越
さ
れ
、
荷
主
仲
間
か
ら.は

却

っ

.て
反
擊
さ 

え
受
けV

ゐ
る
。
要
す
る
に
新
興
商
人
層
の
勃
興
に
圏
迫
さ
れ
勝
ち
で
あ 

っ
た
十
組
間
屋
は
、
株
仲
間
を
成
立
せ
し
め
、
官
權
の
力
を
か
り
て
商
權 

，の
確
立
を
鼢
ら
う
と
し
た
。
株
仲
間
の
成
立
は
そ
の
切
礼
で
あ
っ
た
に
も 

拘
ら
ず
、
時
旣
に
お
そ
く
、
賴tf
-
大
厦
.の
力
最
早
な
く
、
實
際
上
.の
效
果 

は
あ
が
ら
な
か
つ
た
と
！

べ
き
で
あ
ら
う

。

.

/

杉
本
茂
十
郞
は
か
、
る
時
期
に
官
權
と
仲
間
と
の
.蔚
旋
に
盡
カ
し
、.遂
.
 

、
に

株

仲

間

を

成

立

せ

し

め

た

。

彼

の

事

蹟

は

株

仲

間

成

立

，
の
，
み

：に
'限

ら 

ず
、
す
べ
て
官
權
と
の
結
耗
に
ょW
、
そ
の
威
光
の
下
に
事
を
成
さ
ん
と 

試
み
、'.
.そ
じ

て

實

效

は

兎

も

角

と

し

て

、

.一

應
の
成
立
は
な

し

遂
げ
得 

た
。
又
、
彼
個
人
の
.破
格
な
立
身
出
世
も
官
權
ベ
の
道
從
の
結
果
で
あ
る 

と
云
へ

る

。

そ

し

て

そ
の
地
位
を
.子
孫
に
ま
で
相
續
さ
せ
ょ
う
，
と

し

て

失
_
 

:

敗
し
た
。
.
そ
の
原
因
も
犬
ぎ
く
解
釋
す
れ
ば
や
は
り
賴
む
大
厦
の
腐
敗 

を
、'
彼
自
身
知
ら
な
か.つ
.た
と
云
ふ
事
に
な
ら
う
。

享
保
、.寬

政

の

改

革

に

ょ

づ

て

も

t

建

制

度

內0
貨

^

^

濟

の

侵

透

は
 

阻
止
し
得
な
か
っ
た
。.极

平

链

信

の

，
峻

嚴

な
-^
緊

縮

政

策

を

以

て

し

て

杉
本
茂
十
郎
の
阱
究

も
、
土
地
の
生
產
を
基
盤
に
し
て
ゐ
た
武
士
の
經
濟
生
活
は
改
善
さ
れ
な 

~か
，っ
た
。
土
地
の
生
產
力
が
旣
に
行
詰
っ
て
ゐ
た
當
時
に
あ
っ
て
、
只
單 

な
る
物
僧
抑
制
、
儉
約
生
活
の
實
行
を
追
つ
て
も
破
綻
の
囘
避
は
出
來
な 

い
。
こ
れ
に
反
し
て
商
人
の
生
活
は
向
上
し
て
行
く
。，
町
人
の
奢
侈
な
生 

活
と
武
士
の
困
窮
生
活
の
對
照
は
顯
著
な
も
の
と
な
り
、
特
に
都
會
に
於 

い
て
甚
し
く
、
江
戸
の
旗
_

家
人
等
め
墮
落
は
そ
の
極
に
達
し
た
と
沄 

は
れ
て
ゐ
石
。
そ
し
て
そ
，れ
は
單
に
柔
弱
と
か
遊
惰
と
か
い
ふ
だ
け
で
な 

く
、
.時
勢
に
狎
流
さ
れ
る
無
氣
力
な
階
級
化
し
て
ゐ
た
。
か
\
る
武
士
に
.
 

對
し
て
商
人
ば
金
を
貸
興
し
、
；或
は
賄
賂
を
送
り
、
1
れ
を
通
じ
て
特
權 

. 

'
の
獲
得
を
圖
る
。
武
士
も
亦
か
、
る
收
入
の
增
加
を
喜
び
、
身
分
を
あ
た 

X.
'て
商
人
の
m'
.心
を
賈
ひ
、
..更
に
は
砠
罾を
利

用

し

て
財
政
收
入
の
增 

加
、
或
藩
に
於
い
て.は
犲
政
の
遣
繰
を
さ
へ
彼
等
に
委
せ
る
に
至
る
，。
官 

權
に
喰
入
っ
'て
御
用
達
と
な
り
、
兩
刀
を
手
挾
み
、
.駕
籠
に
乘
り
、
官
權 

.
の
威
光
を
笠
钇
苴
富
を
積
む
人
々
の
龍
出
、
.
.世
人
彼
ら
を
嫉
ん
で「

山 

姉
：

一

と
.云
つ
た
が
、「

山
師
と
腊
胳」

.は
化
政
度
の
世
相
の
象
徵
で
あ
っ 

た
。
菜

茂

十

郞
.は
實
に
か
ぅ
し
た
世
相
の
下
に
出
現
し.た
人
物
で
、
無 

氣
カ
な
る
武
士
に
莫
大
な
冥
加
金
の
上
納
と
米
價
引
上
策
へ
の
協
力
を
以 

ン
て
そ
の
歡
心
を
賈
ひ>
,
.當
時
の
學
渚
の
等
し
く
嫌
ふ
仲
間.の
練
化
を
、
.强 

■引
に
實
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
，
當
時
の

；

落

首

に

.

:

.
—1
御

老

中

皆

愚

老

中
;.
-

.

奉

行

諸

役

上

邊

忠

'

用

金

电

羅

，
爲

，
水

'
•■
•

V
圍
米
觸
流
似
レ
作
レ
空.

.

.

.

.
政

落

ニ

町

人

一

只

損

德

.

.

.
世
稱
武
士
總
^

^
一)

、

:
:生
僧
樽
屋
與U

杉
本I

意

氣

揚

々

肩

切
: ^」

.

.

1
〇

七

(

九

七

七

)
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.

.と

.あ

る
は
；良

く

諷

刺

し

て

ゐ

る

と

.云

.ふ

.ベ
き
で
あ
ら
ぅ
。

然
し
かX
.る
.
 

「

山
師
1-
が
權
勢
を
張
っ
て
ゐ
ら
れ
た.の
は
、.
經
濟
的
に
破
絞
は
し
て
.ゐ 

て
も
、
ま
だ
政
治
的
に
は
確
た
る
權
威
が
あ
っ
た
官
權
が
背
^.
•
.に
あ
っ
た
.
'
 

哲

で

ぁ

っ

て

、
去
は
公
封
建
的
框
內
に
於
け
る
立
身
出
世
.で
.
あ

っ

た

か 

ら
、.一.

度
官
權
の
.意
に
も
と
る
樣
な
事
が
あ
れ
ば
忽.ち

先

脚

の

憂

.目

を

見
 

た
。
彼
ら
の
協
力
に
ょ
り̂

^
に
㈣
^
^
の

あ

る

內

は

彼

ら

を

育

て

あ

げ

る 

が
、
利
益
が
な
く
な
る
と
、

：

若
く
は
利
益
の
見
込.み
が
：な
ぐ
な
る
と
、
宵 

.

:

權
は
遠
慮
會
釋
も
な
く
追
放
し
、
揚
句
の
果
に
は
そ
の
先
敗
の
豸
責
砠
を 

彼
ら
に
歸
しV

し
ま
ふ
。
武
士
：の
無
氣
カ
か
ら
、
.無
政
策
か
ら
出
發
し
た 

事
な
が
ら 

> 

.
封
^

^
會
朽
の
本
來
の
身
翁
度
に
返
っ
て
、

冷
か
な
る
.
 

「

切
槳
て
御
免」

/
が
行
は
：れ
"「

山
師」

と
今
度
は
官
權
側
か
ら
彼
ら
を
罵 

り
、
-S
J
Cは
.「

奸
商
1
.呼
ば
り
を
''し.ズ
.
.
.
ー，.切
が
.空
に
.歸
レ
て
し
ま
ふ
。
賴
み
： 

.帀
斐
な
き
封
建
亥
配
者
で
あ
つ
た。

-

'

.
 

•
.

杉
本
茂
十
郞
の
失
脚
に.ょ
り
三
橋
會
所
、
米
會
所
は
停
也
さ
れ
た
が
、

. 

讓

.廻
船
積
仲
間
は
存
續
せ
ら
れ
、
尙
强
化
の
手
段
が
っ
く
さ
れ
、
天
保 

士

一一
年
の
水
野
忠
邦
の
改
革
に
：至
る.の
で
あ
る
が
、
流
石
に
武
士
側
か
ら 

♦肌
判
、
：反
雀
が
そ
の
間
起
っ
て
ゐ
る
。

.「

文
化
の
頃
豐
年
打
繼
ぎ
、
士

農'- 

米
價
の
.卑
き
に
莕
み
商
賈
時
を
得
て
盛.に
な
り
た
る
に
因
て
、
制
度
の
緩 

み…
…

然

九

ば

此

頃

ょ

り

權
rj
贈
遺
：の
掘
兆
見
え
、
石
橋
、
樽
、
杉
本
杯 

い
•へ
る
三
家
の
.町
人
御
益
御
爲
筋
杯
聞
え
上
げ
、
米
金
の
.事u

预
り
傾
る 

時
め
き
し
が
、
皆
眼
前
の
で
と
に
て
奸
吏
、
奸
商
の
所
業
な
れ
ば
、
私
悠 

の
み
奪
ら
と
し.て
、
今
時
に
.至
り
一
も
其
駿
を
み
る
渚
处

(

レ
- £
は

佐

藤

信
 

淵
の
述
る
處
で
あ
る
が.、

ひ

と

り

信

淵

に

限

ら

ず

、

封
.建

制

度

の

維

持

に

t
o

八

(

九
七
八)

强
き
關
.心
を
持
っ
武
士
の
す
べ
て
が
考
べ
る
處
で
あ
っ
た
ら
う
。
そ
し
て 

.
そ
の
實
行
•に
い
ち
早
く
が
、v

o
た
の
は
氷
戶
藩
で、：.

水
野
忠
邦
の
改
革
に 

:先
立
っ
±'
1年
前
o.
所
謂
水
戶
の
天
保
改
革
が
こ
九
で
あ'る
。
杉
本
茂
十 

郞
の
事
業
と
天
保
改
革
と
の
關
聯
は
、
よ
り
i

的
に
こ
の
水
戶
の
改
革 

が
.示
し
て
ゐ
る
9
し
か
も
水
戶
の
改
革
は
水
戶
藩
だ
小
に
孤
立
し
て
行
は 

れ
ず
、
ど
う
し
て
も
江
戸
へ.響
く
。.
封
建
社
會
と
はIK

へ
、
近
世
と
も
な 

•
れ

ば

も

う

お

瓦

が

持

ち

：
っ
，持

た

れ

っ

で

、

一

角

が

崩

れ

\
は

も

う

取

返

し 

が
っ
か
な
い
。
.|水
戶
の
改
革
も
幕
府
の
改
革
が
行
は
れ
て
初
め
て
實
を
結 

ぶ
事
に
な
る
。.間
接
の
影
響
で
は
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
倩
を
明
か
に
す 

各
よ
す
が
'と
も
な
る
の
で
、
筆
を
付
加
へ.て
置
き
た
い
。

'
 

.
'文
化
文
政
年
間
の
水
戶
雜
も
御
务
分
に
洩
れ
ず
財
8
過
追
し
て
ゐ
た 

が
、
そ
れ
の
補
顚
の1爲
に
.と
ら
れ
な
手
段
は
、
や
は
り
そ
の
時
流
行
の
そ 

.

.
:
れ
で
あ
り
*'
.
.江
戸
の
杉
本
茂
十
郞
に
比
べ
ら
れ
る
役
割
を
擔
つ
た
人
は
、 

常
陸
出
身
で
a ，
戶
で
芝
居
の
金
主
を
し
て
ゐ
た
大
久
保
今
助
で
あ
っ
た
。 

當
時
の
文
章
で
彼
を
紹
介
す
れ
ば

「

近
世
汩
橋
彌
兵
撤
、.樽
與
左
衞
門
、 

杉
本
茂
十
郞
な
ど
は
日
本
國
中
に
其
名
と
ド
ろ
き
し
也
、
.
今
介
又
し
か 

り
、
.常
陸
國
水
戸
領
額
田
の
近.f

%よ
り
出
、
水
野
出
羽
守
の
草
履
取
と 

な
り
、：
夫
よ
り
追.々
金
も
う
け
し」

「

今
助
は
世
人
の
知
る
如
く
卑
賤
の 

身
を
以
て
、
只
貨
殖
を
事
と
し.慈
仁
の
心
な
く
、
い
か
な
る
術
計
や
有
け
，
 

ん
、
數
萬
の
財
寶
を
積
蓄
へ
、
分
外
の
奢
侈
を
究
め
、
娼
家
劇
場
を
始
め 

所
々
.へ
.財
寶
を
貸
渡
し
、,-
過
分
の
利
僧
を
貪
け
る
が
、
.衆
の
怨
の
聚
る 

所
、
强
暴
の
徒
に
は
い
か
な
る
危
迫
の

：

憂
目
に
過
ふ
べ
き
も
は
か
々
が 

た
く
、
こ
れ
を
避
ん
が
た
：め
、
且
は
御
威
光
を
借
て
尙
貨
殖
の
基
と
な
す

.べ
し
と
.、

彼

御

館

：に
_
緣

し

：て

あ

苗

已

下

左

右

親

近

め

*
に̂
倭
媚
し
、
許 

多
の
財
寶
を
興
翁
し
奉
り
、
楚
を
以
て
出
身
.の
種
と
な
し
、
：竟
に
出
格
の 

仕
進
.を
得
た
^

- 5
_彼
め
事
業
は
全
く
杉
本
茂
十
郞
の
そ
れ
を
擬
る
も
の 

で
あ
づ
た
。

使
勢
町
に
米
會
所
が
出
來.る
や
、

水
戶
雜
に
も
會
所
.を
立 

て
、
文
政
ニ
年
伊
勢
町
.の
そ
れ
と
共
に
ー
時
は
潰
れ
た
が
ノ
間
も
な
く
再 

興
し
て
米
償
引
立
て
の
役
目
を
な
し' 
又
幕
府
か
ら
：金
を
借
り
て
貸
金
を 

.

.し
、
そ
の
利
子
で
藩
財
政
の
臨
時
費
を
調
達
す
る
と
一
.

K

ふ
融
通
講
な
る
も.
 

.の
を
作
っ
た
。
へ
兎
も
稗
一
時
遂
ぎ
の
遣
繰
は
大
久
保
今
助
の
手
腕
の
中
に 

あ
っ
た
。
然
し
藩
財
政
に
恩
惠
を
あ
た
へ
る
ど
沄
ふ
の
に
は
必
ず
利
權
が 

付
經
ふ
。
そ
れ
が
お
瓦
の
持
ち.っ

持

た

れ

っ

で

あ

る

と

は

頑

固

一

..徹

な

武 

士
は
毫
も
考
へ
な
ぃ'0
舊
慣
を
破
り
、
..町
人
の
成
上
り
が
幅
を
利
か
す
の 

を
心
良v

思
は
な
.い
人
：々
ば
、
折
あ
ら
ば
そ
れ
を
凝
え
そ
ぅ
と
虎
視
坦
'々 

で
あ
る
。
.杉
本
茂
十
郞
の
央
脚
は
町
奉
行
の
交
替
で
あ
っ
た
が
、
:
今
助 

.

の
失
脚
は
藩
主
の
交
替
で
あ
り‘、
し
が
.も
新
雜
主
は
保
{寸
主
義
の
德
川
齊 

昭
で
あ
っ
.た
か
ら
、

今
助
の
事
業
は
根
こ
そ
ぎ
顚
覆
さ
れ
る
事
に
な
っ

た
。

，
.

.

 

.

.水
戶
改
革
の
最
初
の
補
弼
漭
川
瀬
敎
德
の
上
書
に
ょ
れ
ば

〔

賄
賂
と
屮
：
 

師J

を

麗

し

て

、

經
界
を
芷
し
、

威
公
、

義
公
の
.世
に
戾
け
、
.水

戶

，
 

.藩
の
國
初
に
還
れ
と
，
s

°s
改
革
の
內
容
は
雜
財
政
は
臨
時
費
を
排
除
し 

て
、.
.入
る
を
贵
つ
て
出
る
を
制
す
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
財
政
收 

•入
の
主
な
る
も
の
は.收
米
で
あ
る
か
ら
、
農
政
に
、
卽
ち
郡
奉
行
に
政
治 

の
中
心
を
置
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
郡
奉
行
は
米
慎
を
調
節
し
、
常
平
倉 

を
立
て
、
他
方
新
檢
地
を
行
っ
て
收
納
の
公
平
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
又

#
本
茂
十
郞
の
研
究

伩
入
に
對
し
て
亥
出
を
少
く
す
る
爲
に
節
約
を
强
化
し
、
江
戶

M
敷
の
縮 

■少
を
行
ふ
。
而
し
て
消
費
は
す
べ
て
水
戶
難
內
の
も
の
で
贿
は
ね
ば
な
ら 

ぬ
。
.爲
に
國
齋
を
獎
勵
し
、
藩
內
消
費
以
上
の
.も
の
は
他
領
に
移
街
し
て 

.

益
を
圖
る
と
^
ふ
に
あ
る
。
藩
內
に
於
け
る
改
軍
は
漸
次
成
果
を
擧
げ 

.
て
行
っ
た
が
、
問
題
ば
國
產
の
他
領
移
出
の
成
否
で
あ
る
。
そ
の
際
の
最 

犬
の
販
路
は
當
然
江
戶
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
新
厕
路
の
開
拓
に 

は
十
組
問
屋
の
獨
占
の
障
壁
を
破
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

:「

一
、
■諸
家
機
御
國
產
物
有
之
節
考
、
词
品
取
极
候
組
々
江
及
通
達
、

一
 

同
立
合
入
札
い
た
し
、
落.札
之
上
仕
來
之
通
、
三
齿
芄
厘
之
問
屋
ロ
錢
請 

.

取
可
申
候
i
,L
-
cは
十
組
通
町
組
內
店
組
小
間
物
諸
色
問
屋
の
規
定
の
一
條 

'
'で
あ
'■る
。
國
產
の
'自
苗
販
賣
ば
堅
く
留
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を 

へ
通
し
て
販
賣
す
る
に
は
大
久
傲
今
助
流
儀
.の
苒
興
が
必
要
と
な
っ
て
來
る 

.
の
で
あ
る
。
其
處
に
水
戶
雜
に
限
ら
ぬ
國
產
會
所
の
政
策
の
行
き
っ
く
.惱 

み
が
あ
っ
た
。
か
く
て
齊
昭
は
聲
を
大
に
し
て
江
戶
の
十
組
問
屋
打
潰
し 

.

論
を
吐
き
、.幕
府
政
治
べ
の
容
喙
が
執
拗
に
繰
返
さ
れ
る
、
日
く 

—1
'
近
年
都
下
十
組
め
問
屋
と
歟
申
も
の
權
を
得
、
.
.
.
黨
を
結
び
候
ょ
し
に 

而
ヘ
水w

の
如
き
小
邑
さ
へ
.こ
れ
が
爲
に
嘆
き
候
も
の
夥
し
く
候
間
、
大 

小
名
一
：铳
.の
患
如
何
路
.に
可
有
之
哉
、
如
何
之
譯
に
て
今
以
御
立
被
碧
置 

'
候
駿
ハ
不
辨
候
べ
共
、..た
'と
ひ
當
座
の
小
利
を
献
し
候
迚
も
、

っ
ま
る
所 

官
の
御
損
に
ス
有
之
間
敷
哉
、
然
ら
は
十
組
.の
悲
萬
人
の
.嘆
に
ハ
か
へ
が 

た
く
候
間
、

一
切
御̂

諸
國
.ょ

り

萬

售
$
に
都
下
へ
漕
^

i尙
又
自 

由
に
賣
m
候
ハ
ヾ
、
㈱

M
r#
貴
の
患
も

|
段
相
違
可
致
哉
之&

:

‘天
保
十
三
年
水
野
忠
邦
の
改
革
が^;
人
批
難
の
ま
と
で
あ
っ
た̂

も

/. 

一
o'
九

(

九
七
九)
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、

、

尙
、
齊
昭
は
忠
邦
の
決
斷
を
たX
え
、
そ
の
强
化
を
瞀
勵
し
て
、
遂
に
そ 

の
主
張
通
り
十
組
仲
間
を
解
散
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
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追

記
K
の
餘
白
を
借
り
て
佐
藤
信
淵
と
茂
十
郞
と
の
關
係
を
述
べ

.た
；

い
、

信
淵
の
晚
年
の
富
國
策
に
關.す
る
：思

想

は

天

保

八

，年

の

大

塵

の

亂

に 

影
響
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
が
、

.そ
の
中
心
思
想
た
る
商
業
統
制
論
.は 

旣
に
文
政
顷
の
罾
⑩
に
見
え
て
ゐ
る9 0

ろ
私
は
信
淵
が
茂
十
郞
の
箏
業 

に
ヒ
ン

ト
を
得
た
の
だ
ら
ぅ
と
想
像
し
て.ゐ
る
。
' 茂
十
郞
が
十
組
頭
取
と 

な
っ
て
活
躍
し
て
ゐ
た
丁
度
同
じ
頃
、
信
淵
は
江
戶
の
醬
油
間
屋
多
田
'屋 

新
兵
觀
方
'に
厄
介
に
な
っ
た
こ.と
が
あ
：
り

、

十
組
仲
間
の
內
，外

か

ら

茂

十. 

郞
の
行
動
を
觀
察
す
る
こ
と

•か
出
來
た
。
從
っ
て
當
代
の
學
者
の
中
で
最
.

も
多
く
茂
十
郞
を
批
判
し■て
ゐ
.る
の
は
彼
で
.あ
る
。
信
淵
が
茂
十
郞
に
注

一
一
〇

(

九
八
〇)

目
し
た
點
は
茂
十
郞
が
江
戸
大
阪
間
の
廻
船
の
往
復
よ
り
計
箅
し
て
三
橋 

會
所
の
棊
.金
を
搀
坩
し
、.又
間
犀
を
督
勵
し
て
冥
加
金.を
出
さ
し
め
た
、
そ 

の
財
源
.に
あ
る
。.信
：淵

の「

復
古
法」

'の
离
物
を
寶
挪
き
て
、：
そ
の
倒
格 

の
H

+
分
の
一
一
を0

し
、
年
百
萬
金
を
得
る
の
財
源'の
针
算
は「

先
年
長 

岡
侯
御
，執
政
の
時
に
、
杉
本
茂
十
郞.と
い
ふ
町
人
有
り
て
、
江
戸
町
中
十 

仲
間
め
商
人
共
を

.廷
し
：、
日
本
橋
西
河
岸
町
に
會
所
を
立
_て
、
諸
國
の
，產 

'物
を
輻
湊
せ
し
こ^:
あ
り
、
降
に
彼
の
茂
十
郞
が
說
に
、
日
本
國
中
よ
り 

大
坂
と
江
戸
と
；に
持
出
し
て
交
易
す
る
所
.の
品
物
大
凡
金
五
百
萬
兩
.に
及 

と1K.

へ
り
ハ
然
れ
ど
も
彼
は
甲
州
の
，產
に
て
元
來
市
井
の
小
人
な
れ
ば

…

 

•
:國
家
の
御
爲
を
思
ふ
者
に
非
ざ
れ
ば
、
爭
か
天
下
の
水
陸
よ

り

生
ず
る 

處

の

物

產

の

數

を

：知
る

と
と

.を

得

ん

乎

」
：

A
復
古
法
槪
言
B
と
あ
つ
て
、 

そ
こ
で
自
分
o'
家
げ
高
祖
父
歡
庵
以
來
、
世
々
赤
心
報
國
の
宿
願
あ
り 

y
、

、日
本
總
國
の
產
物
寶
賈
代
金
を
計
算
し
て
.
.ゐ
た
°
祖
.父
は
い
く
ら
、 

父
は
い
く
ら
、\
自
分
は
.文
化
十
！
一
年
に
一
萬

(

編
者
日
く
'一
 

億
力)

三
千 

萬

-^
と
描
算
し
、
ぅ
ち
公
領
地
は
三
千
萬
金
で
あ
る
か
ら
、
百
萬
金
の
公 

收
が
.

得
ら
れ
る
.と
一K

4

の
で
あ
る
。
佐
藤
家
代
：々

の
計
算
の
敷
字
は

「

復 

古
法
概
言」

.と

_

「

復
古
法」

と
で
も

®
々

で
あ
り
、
信
淵
の
家
學
に
關
す 

る
他
の
：言
：說
と
同
樣
甚
だ
信
憑
性
に
乏
し
い
0
,信

淵

の

說

が

茂

.十

郞

の

影

響
あ
り
と
考
へ
ら
る
.

>

所
以
で
あ
る
。

.

:
■ 

-
- 

. 

•
, 

.

.

.

. 

* 

•

:

_ (

本
論
文
は
慶
應
義
塾
學
事
振
興
赘
金
の
援
助
に
.よ
り
成
っ
た
。
感 

謝
す
る
次
第
で
あ
-る
0)

.

. 
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'「

費
用
函
數
と
生

.：產函
數

」

_
•:

R
O
B
l
d

 

w
’
S
h
e
p
h
e
r
d

 

'
C
o
s
t

 

a
n
d

 

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

 

F
u
n
c
t
i
o
n
s

I

P

:

.生
產
の
諸
現
：
 

象
解
明
の
具
と
- 

し
て
、
 

費
用
曲 

.線(

費
用
面
數) 

と
.
.：い' ぅ
槪
念
が
. 

「

頻
繁
.に
用
い
：ら 

れ
て
來
.た
。
費 

用
曲
線(

面
数) 

o:
背
後
に
.は

 ̂

直
要
素
の
使
用 

:

量
と
生
庫
物
の 

關
係
を
示
す
生 

產
面
數
と
、
生 

.
產
耍
素
.の
相
對
.
. 

慎
格
が
.ま
：づ
：與 

え
ら
れ
、.
こ
.の
. 

條
件
’の
下
に
費
' 

用
極
小
の
要
素

配
置
入
又
は
要
素
の
使
用
度

)

が
決
定
さ
れ
る
と
.い
う
機
構
が
置
か
れ
て 

い
：る
こ
と
は
明
で
あ
る
。
從
つ
て
相
對
價
格
の
變
化
は
、

1

槪

に

は(

費 

用
極
小
の
演
算
を
經
な
け
れ
ば

)

斷
じ
難
い
よ
う
な
仕
方
で
費
用
曲
線
を

. 

變
化
せ
し
め
る
で
あ
ろ

.ヶ
事
が
.豫
想
さ
れ
る
。
も
し
生
產
面
數
を
特
定
化 

.す
る
事
が
、
直
に
相
對
價
格
の
變
化
に
對
す
る
費
用
面
數
の
變
化
を
明
白

.
 

、な
形
で
表
わ
す
樣
な
費
用
面
數
.を
特
定
化
せ
し
め
る
こ
と
と
對
應
す
る
な 

ら
ば
、
費
甩
曲
線
の
自
律
性
は
生
產
面
敷
の
自
律
性
に
ま
で
高
め
ち
れ
、

生
.產
現
象
の
解
明
は
著
し
く
筒
明
化
さ
れ
る
こ
と
.
に
な
る
。

本
書
の
童
要
：
 

な
意
義
の
一
つ
，は
こ
の
問
題
に
一
つ
の
解
答
を
與
え
た
事
に
あ
ろ
う
。

.シ
工
。ハ
ト
ド
は
展
開
の

.始
-め
に
.連
續
的
生
產
面
數

.に
關
す
る
.自
己
の
見 

解
を
明
に
す
あ
。
近
時
展
開
さ
れ
た
線
型
計
畫
法
は
企
業
の
微
視
的
な
生 

產
函
數
.の
意
味
を
.、
代
替
的
な
基
本
的
活
動

(
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y

 activity)

.よ
り
^.
る
生
產
M

素
空
間
の
エ
フ
ィ
シ
.エ
ン
ト
な
多
角
面
の
集
合
と
し
て 

明
に
す
る
：の
.
'に：有
用
で
あ
る
が
こ
れ
は
現
實
の
觀
察
と
對
應
し
な
い
加
法 

的
话
動
を
前
提
と
す
る

0 

.何
れ
に
せ
よ
、

こ
の
概
念
的
な
企
業
の.生
產
過 

程
に
重
點
を
お
く
分
析
方
诛
は
技
術
的
な
資
料
を
詳
細
な
形
で
入
手
可
能 

.
'
.
で
あ
る
と
考
え
て
，い
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
こ
の
技
術
的
資
料
は
得
難
い 

か
ら
何
ら
が
.の
統
計
的
推
定
に
よ

り

投
入
.產
出
係
數
を
す
ベ
て
の
：可
能
的 

基
本
活
動
に
關
しV

決
定
す
名
と
い
う
極
め
て

.困
難
な
仕
事
が
豫
想
さ
■れ 

て
い
る
。
.而
.し
て
元
來
活
勸
分
析
の
摸
製
は
近
似
的
な
性
格
の
も
の
で
，あ 

•S
'か
.ら
多
角
面
を
.考
X.
.
る
：.と
.い
う
事
に
特
に
苹
點
は

.な

く

比

較

^

^

數
個 

-,
れ
ら
の
'。ハ

ラ
メ
タU

.

よ
り
表
わ
さ
れ
る
連
續
的
な
.微
係
數
を
も
つ
樣
な 

面
で
；お
き
.
.か
え
よ
う
と

.い
う
.事
に
な
る

'の
は
自
然
で
あ
る
う
。
斯
う
す
れ 

ば
問
鶴
は
再
：び
古
典
的
生.產
掘
數
の
計
測
に
戾
る
の
で
あ
る
。

'
，.勿41

入
手
可
能
な
技
術
的
知
識
迄
も
無
視
V

よ
う
と
い
う
の
，で
は
な

' 

.

い
。

(

例
：え
ば技
術
的
に
補
完
關
係
に
あ
る
諸
要
素
は
消

3
れ
て
獨
立
的 

r

な
：要
素
だ
.け
が

殘
さ
れ
る
と
い
う

風
に)

。
 

•

•.
生
.產
面
數
0
:を
要
素
空
.間
の
領
域
.
0

(

^

>

5|^
0)

：で
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.

書
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-
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